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【本日の会議に付した案件】 
日 程 第 １．一般質問 
 

 
午前９時３０分 開議 

 
議長（西岡 正君）    それでは、改めましておはようございます。 
    早朝よりお揃いでご出席を賜り誠にご苦労さんでございます。本会議、本日３日目であ

りまして、一般質問、７人を予定しておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 
    ただ今の出席議員数は、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 
    ただちに日程に入ります。 
 

 
日程第１．一般質問 

 
議長（西岡 正君）    日程第１は、一般質問であります。14 名の議員から質問の通告を受

けておりますので、通告に基づき順次議長より指名をいたします。 
    それでは、岡本義次君の質問を許可いたします。 
 

〔４番 岡本義次君 登壇〕 
 
４番（岡本義次君）    皆さん、おはようございます。先だって心配しておりました台風も

こちらには、雨風とも影響なくですね、秋の穫り入れを行われ、豊作だと聞いております。

果実についても、日がよく照った分だけ甘くて美味しいものがなっておるということで、

本当に結構なことだと思っております。 
    それでは、本題に入らせていただきます。 
    ふる里納税、まあイコール寄附応援寄附金ということで今日は、お尋ねしていきたいと

思っております。 
    ふる里納税制度が新しくでき、佐用町のように、若者が街に出てしまい、企業や若者が

少ない、税収も少ない、この制度は、佐用町にとって大変ありがたい制度であると思いま

す。 
    そこで次のことを町長に問うていきたいと思っております。 
    １つ、この制度のことで職員の勉強会はされたのでしょうか。 
    ２つ、この制度は全職員が周知されておるでしょうか。 
    ３つ、この制度で町長又は副町長は、役場職員に、教育長は先生方に、また家族に協力

を求めてパンフレット等を渡して、手続きをされた数は、いくらあるのでしょうか。 
    ４つ、この制度で、税収イコール寄附金をですね伸ばす方策はされたのでしょうか。 
    ５つ、町長が佐用チャンネルで呼びかけるだけでなく、なぜ村の１軒１軒回ってでも協

力をお願いされないのでしょうか。 
    今後、この制度で得た税収イコール寄附金は、どのようなまちづくりの計画があるので

しょうか。 
    それでは２件目、限界集落についてです。今佐用町は、142 集落がありますが、その中

で、段々人が減り、空き家ができ、寂しい状態になっております。葬式も、村の人の力で

協力でできなくなりつつあります。 
    そこで、次のことを町長に伺っていきます。 
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    １つ、142 集落のうち、限界集落数はいくらあるのでしょうか。 
    ２つ、存続集落数は、いくらでしょうか。 
    ３つ、準限界集落数は、いくらでしょうか。 
    ４つ、消滅集落数は、いくらでしょうか。 
    ５つ、今後、集落の統合はどうなるのでしょうか。 
    ６つ、まちづくりの計画の中で、保育園や小学校の統廃合を考えていらっしゃるのか。 
    ７つ、やるとすれば、それは、何年後なのでしょうか。 
    これらのことを問うていきたいと思っております。よろしくお願いします。 
 
議長（西岡 正君）    それでは、町長、答弁願います。 
 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 
 
町長（庵逧典章君）    それでは、一般質問、今回 14 名の議員の皆さん方から、ご通告を

受けております。それぞれ、どうぞ、よろしくお願いを申し上げます。 
    それでは、まず、岡本議員からのご質問にお答えをさせていただきます。 
    まず、ふるさと納税に関するご質問でありますが、本年４月末に、応援したい自治体に

寄附すると、その額に応じて住民税が減額される「ふるさと納税制度」がスタートをいた

しました。本町におきましても、佐用ふるさと応援基金条例を６月議会に提案をさせてい

ただき、可決をいただいたところであります。この制度によりまして多くの寄附をいただ

くことができれば、自主財源の確保ができ、佐用町の魅力を高める事業や施策が展開でき

るものと期待をしているところであります。 
    議員ご質問の、職員に対する勉強会や周知ということでありますが、こういう新しい制

度ができましたので、まず職員が、よくこの制度を理解し、推進にあたらなきゃいけない

ということで、全職員を対象に 7 月の中旬から述べ 6 回の研修会を開催して、制度の趣旨

や内容、手続き等について勉強し、理解や協力をお願いしたところであります。 
    次に推進方法につきましては、町におきましては、関係課長を中心に、「ふるさと寄附金

推進戦略会議」ということを組織をいたしまして、推進方策について検討を進めておりま

す。その中で当面は、先に申しましたように、職員が積極的にですね、家族や知人、親族

ですね、知人、友人、同級生など広く協力依頼をしていくことが、まず必要かということ

でお願いをしているところであります。また、戸別訪問による協力依頼ということであり

ますが、寄附金は、あくまでご本人が自主的に判断をいただいて、ご協力していただける

ものと思いますので、町広報、佐用チャンネル、インターネットなども、当然活用して PR
もして参りたいというふうに思っております。 

    次に、寄附金の使途につきましては、総額どれぐらい寄附金が実際にしていただけるか

ということ、その金額的なこともありまして、できる内容というのが、今後の具体的には

ですね、そういう状況を見て検討していかなきゃならないというふうに思っております。

当然、寄附をいただいた方の思いをですね、尊重するとともに、町の総合計画に沿った形

で有効に活用をさせていただきたいというふうに考えております。 
    以上で、冒頭申し上げましたように、この制度は、6 月議会で可決をいただき、その後、

準備期間を経て実質現在、2 ヶ月弱の取り組みでございます。まあ、今の段階でも、かな

りの既に申し込みをいただいてですね、今それぞれまた、その取り組んでいるところであ

りまして、まだ、この制度は今年度限りのものではなくて、これからも続く制度でござい

ます。その点を十分お含みをいただきまして、議員の皆さん方におかれましても、推進方、

ひとつどうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。 
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    次に、限界集落についてのご質問でございますが、議員もご存知のことと存じますが、

まず、最初に区分、限界集落という区分に、集落の区分ですね、の定義ということについ

て簡単にご説明申し上げさせていただきます。 
    まず、存続集落ということ、こういう、その学問的な定義があるそうですけども、存続

集落につきましては、55 歳未満の人口比が 50 パーセント以上で、跡継ぎ等が確保されて

おり、共同体の機能を次世代に受け継いでいける状態の集落のこと、集落ということと、

であるというふうに言われております。 
    その次に、準限界集落という区分分けがされておりまして、準限界集落とは、55 歳以上

の人口比が 50 パーセント以上で、現在は共同体の機能を維持しているが、跡継ぎ等の確

保が難しくなっており、限界集落の予備軍になっている状態の集落のことを準限界集落と

いうふうに呼ばれております。 
    そして、最後に限界集落ということにつきましては、65 歳以上の人口比が 50 パーセン

ト以上で、高齢化が進み、共同体の維持機能が限界に達している状態の集落のことでござ

います。 
    消滅集落というのは、当然、人口がゼロで、かつて住民が存在したが、完全に無住の地

となり、集落が消滅した状態のことであります。 
    町内 142 集落、まあ自治会の１つひとつの集落についてですね、その集落の社会的共同

生活維持機能の実態のすべてを把握することは困難でありますので、8 月末の人口比だけ

での分類をいたしますと、存続集落が 80 集落、準存続集落 46 集落、限界集落が 16 集落、

消滅集落は 0 であります。また、今後の集落の統合はどうするかということでございます

が、集落というのは非常に長い歴史的なもの、また地縁的のもの、そこに管理されてきた

財産と、いろいろと要素が重なりあって、成り立っているのでありまして、統合について

は単に人が少ないからとかという、人口比率だけの統合は難しいというふうに考えますが、

しかし、最低限のですね、行政機能が、機能を維持していくためにですね、統合も１つの

方法として、当然これは真剣に考えていかなければならないというふうに思っております。

今後、そういう特に、そういう状態に陥っている集落をだけではなくてですね、その周辺

の集落含めて、十分に、これを議論を尽くしていく必要があるというふうに考えておりま

す。 
    次に、まちづくり計画の中で、保育園や小学校の統廃合を考えているかということでご

ざいますが、少子化による子どもの減少は、保育園においても、園児数の激減、学校現場

におきましても、学級数の人数の学級数の少人数化や、学級の少人数化や、学級数の減少

とともに、複式学級という形、複式学級の増加が進行しております。 
    現在ですね、それ、まだ具体的な統合計画はありませんけれども、まず、この問題につ

きましては、純粋に、教育という、子ども達の教育という観点に立って、現状と、また今

後予想される状況を、しっかりと踏まえた上でですね、より良い子育て、また教育環境と

佐用町と教育のあり方をしっかりと議論して、その中で、保育園の、保育園やまた学校の

適正規模、また適正配置の検討を進めていかなければならないというふうに考えておりま

す。 
    以上、この場での答弁とさせていただきます。 
 

〔岡本義君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、岡本義次君。 
 
４番（岡本義次君）    すいません、限界集落の方を先に、ちょっとお願いしたいと思いま
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す。 
    どう言いましょうか、今、町長のお話の中でですね、いわゆる町が、例えば、寄延部落

なんかであれば、今自治会長さんがいない状態であるとは聞いております。そしたら、そ

ういう、ある程度のことができなくなったとこについてはですね、強制するものではあり

ませんけれど、やはり、そういう何らかのことを町の方がアドバイス言うんですか、そこ

と話し合いの中でね、やはりしていかないと、自治会長もいないようないうような状態を

町長は、どの様にお思いになりますか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 
 
町長（庵逧典章君）    まあ、あの、自治会長さんが、その中心にですね、その集落のいろ

んな活動を最低限の又行政的なですね、連絡、行政機能を果たしていただかないと、その

町の１つの町の中での集落としての機能なり存在が難しくなるということになってきます。

ですから、そういう、その、そこに、その役割を、お世話をいただく人というのが、どう

しても必要になります。しかし、それが現実できないという、この現状についてはですね、

それは、ほなどうするかということ。それは、寄延、今具体的に言われた寄延部落、寄延

の皆さんが、当然まあ、一番困っておられますし、悩んでおられると思います。ですから、

それは、私らも相談を受けた上でですね、当面じゃあ、どうするかと。緊急の問題として

は、いろんな行政からの連絡とか、通知、まあ、そういうものをですね、直接まあ、配布

するとかですね、それから、一番は、まあ、その周辺、その隣の集落に一緒に、まあ、そ

ういうことだけでも、まずやっていただけないかということで、そちらの方にもお願いを

するとかということを、まあ町としてはですね、働きかけるということを、まず、やって

いるわけです。そういう中で、これをいつまでも、そういう状態を続けるわけにいきませ

んのでね、じゃあ、最終的に、もうちょっと、きちっとした形で、集落としてのですね、

まあ、今後のあり方というものを考えていただくということ。まあ、これは、町としては、

早急に直ぐ、強制的に、こうしなさいというわけにはいきませんので、その集落の皆さん

に、まず、早く、そういうことで考えて、どうするかを一緒に検討してください、さして

くださいということで働きかけていかなきゃいけないというふうに思っております。 
 
議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 
 

〔岡本義君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、岡本義次君。 
 
４番（岡本義次君）    ええっと、まあ、今、自治会長さんがいらっしゃらないのであれば、

自治会長会やってもですね、そういう伝えることも、その部落については、まあ、できて

ないわけでございますしてね、まあ、集落の戸数そのものが、まあ少ないんで、役場の職

員が、各何軒、そこのまわってですね、そういう広報とも手渡しされとんかどうか、ちょ

っと分りませんけれど、まあ、そういうような状態であればね、やはり、町の方で、その

集落の方に呼びかけされてね、やっぱり、どうしていくかという問題をね、提議されてい

った方がいいんじゃないかと思っております。 
    それから、消滅集落が０という、今回答いただいたんですけれど、まあ、この 142 集落

の内ですね、いわゆる戸籍は、まあ置いていらっしゃるので、そのままということで、ち

ょっと聞いておりますけれど、実際にですね、その村そのものに人が住んでいらっしゃら
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ないという数はいくらなんでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、お答えください。 
 
町長（庵逧典章君）    それを厳密にですね、その人口が全く０ということを、どう見るか

という、これは、今言われるように、そこに住んでおられなくても、まあ、住民票がある

とかね、いうような、まあ、そういう形の物をどう見るかというのは、いろいろ、ちょっ

と難しい点あると思うんです。まあ、具体的に、話させていただきますと、今若州がです

ね、毎日こう、そこに住んでおられる方というのは、毎日と言いますか、日常的にね、も

ういらっしゃいません。ただ、週末なりには、帰って来ると言われるような形なり、の人

がですね、何人かいらっしゃいます。まあ、それは、そういうことですから、これは実態

としては、もうほとんど、そこには、集落としての機能がなくなってきているというふう

に言わざるを得んというふうに思いますけども。後、また水根という集落もあるんですけ

ども、そこも、今２所帯だけになってきておりますね。まあ、そういうふうな、まあ、も

う後、数所帯だけというようなね、集落が、既に何集落か出て来ているということで、こ

れについても、今後、当然まあ、そこに、新しい人が帰ってこられればね、息子さん達が

帰って来られれば、また復活するんですけども、今のところ、その状況は、分りません。 
 

〔岡本義君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、岡本義次君。 
 
４番（岡本義次君）    それでは、今、複式学級が、増えていっておるということでござい

ますけれど、その複式学級を取り入れておる学校については、いくらあってですね、それ

は、その次後、また言いますわ。 
 
議長（西岡 正君）    はい、教育長。 
 
教育長（勝山 剛君）   １校であります。 
 
４番（岡本義次君）    ああ、１校だけ。 
 
教育長（勝山 剛君）   はい。 
 

〔岡本義君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、岡本義次君。 
 
４番（岡本義次君）    それ、複式学級取り入れておるというのは１校だけなんですか。今

のところ。 
 
教育長（勝山 剛君）   そうです。 
 
４番（岡本義次君）    ああ、そうですか。それ、そういう所については、親の方から何と

かして欲しいとか、そういう声は出ておりますか。 
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議長（西岡 正君）    はい、教育長。 
 
教育長（勝山 剛君）   学校の中では、今のままがいいとか、いやいや、大勢でした方がい

いとか、そういう意見は出ていると、その様に認識はしてます。 
 

〔岡本義君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、岡本義次君。 
 
４番（岡本義次君）    これから、子どもが減っていく中でですね、やはり、和気藹々と言

いましょうか、家族のような、兄弟のような格好の中でね、育つ、そういういいメリット

もあるわけでございますけれど、親としたらですね、やはり、子ども達が減った中で、中

学校や高校へ行った時にね、やはり、そういう中で、やはり同じようにですね、やってい

けるかどうかという、やっぱり１つの不安があると思うんですよ。そこら辺については、

他の学校からも、そういう声は出ておりませんか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、教育長。 
 
教育長（勝山 剛君）   他の学校という。 
 
４番（岡本義次君）    複式学校やっとうとことか、それから、他の学校でも。まあ、やっ

てないとこら。 
 
教育長（勝山 剛君）   先ほど、議員おっしゃいましたように、少人数ですることの良さ、

それから、大きな大勢の子ども達の中で教育していく良さ、これは両方あると思います。

そういう中で、将来的な展望として、どう、その、見据えていくか、これは、教育を携わ

るものの考え方と、また親御さん、子ども達、また地域、いろいろ条件が違ってきて、そ

れぞれの考え方があろうかと思います。そういうことを、今後、ひとつの土台として共通

の場を持ちながらですね、考えていく必要があろうかと思っております。 
 

〔岡本義君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、岡本義次君。 
 
４番（岡本義次君）    まあ、そういう１つのね、例えば、ソフトボールでも、サッカーで

もやろうとすれば、そのメンバーが、その人数に達しないというようなことが、学校によ

ってあるわけですね。ですから、そういうことで、親としてはですね、そういう１つのチ

ーム、１つでさえ作れないというような状態になった時にね、やはり、そういう勉強の面

においても、そういう大勢の中で、やっていけるという１つの不安があると思いますんで

ね、そこら辺の状況をですね、よく把握して、ＰＴＡの参観日とか懇談会の方にはね、そ

ういう１つの声をよく聞いてね、今後佐用としても、将来を見据えてやっていただいたら

と思っております。 
    それではですね、２番の方については、以上といたします。 
    それから、ふるさと納税イコール応援寄附金ということでございますけれど、これにつ
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いては、町長が、佐用チャンネルで皆さん町民に呼びかけられてですね、こういうことは、

いいことだと、私は思っております。けれどですね、やはり、これができてですね、お盆

に各家族や兄弟、子ども達が帰っておりました。ですから、そういうやつを、ここにいら

っしゃる課長さん達、１つでも持ち帰ってね、自分の子ども達に、街で働きになっておら

れば、お渡しになった課長さんいらっしゃいますでしょうか。そこら辺は。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    あの１人ひとりにどうしたということは、これは、皆がやっており

ますのでね、先ほど言いましたように、職員皆が、そういうことで、推進会議をつくって、

職員も研修会、皆、全員参加してですね、そういうこと、取り組もうということで、皆、

取り組んでおりますのでね、ひとつ、その点は、町としても、今積極的にやっていると、

その成果も今出ているということで、現段階においてはですねご理解いただきたいと思い

ます。 
 

〔岡本義君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、岡本義次君。 
 
４番（岡本義次君）    あの、これね、まあ新しく新たに寄附してくださいということであ

れば、各自負担になるかと思いますけれど、この寄附することによって自分の住んでおる、

その分ね、いわゆる向こうで控除してくれるということでございますんで、ただ、神戸に

住んでいらっしゃる方が、その神戸で 100 パーセントじゃなくって、10 分の１は佐用に

いうことであれば、その分、神戸で 100 パーセントしなくていいわけなんでね、ですから、

そういう事情を、こと細やかにすればですね、出ていらっしゃる方については、ああ、そ

うなんかということで、もっと理解者が増えると思うんですよ。ですから、私は、ここに、

こと細やかに、いろいろこうお尋ねしたような格好の中で、書いておりますけれどね、こ

れは、確か、こんな、まあ言うたら、佐用にとってはありがたい制度を、もっともっとね、

職員も、それで、これ 80 程持って帰って、円光寺盆前に全部配ったんですよ。職員の方

は別ですけれど。ここの方、子どもさん２人出とんなと。ほな、これ、この様な格好で、

その分寄附していただいたらね、３万円寄附していただいたら、その分は、その住んでい

る神戸で控除してくれるですよというような説明の中でね、各家周って配布させてもらい

ました。ですから、こういう１つのね、やっぱり皆さんの１つの努力が、必要じゃないか

思うんですよ。確か、町長が、今、この中でね、６、７回延べ６回勉強会もされたと周知

徹底もしておるということで、今、おっしゃいました。ですから、そういう、いわゆる新

たにしてもらうということであれば、負担になりますけれど、それが控除していただける

ことであればね、皆ある程度分かったら、ああそうか、それだったら、佐用のためにしよ

うかという気持ちになるんじゃないかと思いますけれど、そういう細やかなことはね、や

っぱりしていくことによって、佐用は仮に多くの人がしていただいたらね、例えば、5,000
万なり１億というんは、この寄附金によって入ってくることであればね、大変ありがたい

制度だと思いますけれど、まあ、町長が、今おっしゃったように、佐用チャンネルとか、

広報とかインターネットによって、呼びかけていくもんであってという言い方なんですけ

れど、私は、そういう自治会長会も勿論、各部落単位でか地区単位ででもね、こういうこ

とは説明してでも、やっぱりお願いすべきと、私は、思いますけど、そこら辺は、町長、

いかがでしょうか。 



 8

 
議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 
 
町長（庵逧典章君）    あの、１つは、この制度の中でですね、5,000 円は、一応もう控除

されるわけですね。ねっ、ですから、その全額は返って来るわけじゃないということです。

だから、まあ、そういう意味でも、そのやっぱし、その寄附いただく方には、そういう、

ふるさとに対する思いというものを持った上でね、こう頂かないと、誰でも、こう何も全

く経済的な負担はないんだという話ではないと。負担をして佐用町のためにということの

思いを、やっぱし皆さんが持っていただけるようにしていかなきゃいけないということで

す。ただ、その中で、そういう、その広くね、インターネットとかと言っても、これは、

やっぱし、中々どこの町もやってることを、市町もやってることですから、やっぱり、そ

れぞれ、自分の市町、関係している、またふるさとであるということは、やっぱしないと、

それには、全国にいろいろと発信しても、やっぱしふるさとを直接、そういう方に思いが

届くような形にしないといけない。それで、例えば、東京にも県人会があったりですね、

県にも、県の職員を中心にした県人会が、あさぎり会と、佐用なら佐用のあさぎり会とい

うものがあったりします。そういう所にも、お願いを持って行ったり、それから、先般は、

県職員の町内、佐用町出身の方々にも、直接持って行って、お願いをして回ったり、そう

いうこともしてますし、それから職員が、自分の家族とか知人とか、そういう形で皆、そ

れぞれがやっぱし、直接ＰＲをしてお願いをしていると、そういう取り組みをね、皆して

おりますのでね、今、ですから、当然、そういうことの中で、自治会、例えば、職員だけ

じゃない、職員は、そういうたって、300 人、400 人しかいないわけですから、町民の皆

さんにも、お願いを、そういう形でお願いをしたいと。だから、自治会とか、自治会長会

とか、そういう時にも、この制度を皆さんに説明して、お願いもしております。ですから、

いろいろな形で、今その制度の浸透を図っておりますのでね、よろしくお願いします。 
 

〔岡本義君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、岡本義次君。 
 
４番（岡本義次君）    そしたら、今、始まって、未だ、間がございませんけれど、何件の、

金額として、今入っておる分については、いくらぐらいなんでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    まだ、その申し込み用紙をね、持って帰ってもらったり、その一応

こういう形でしたいという申し込みだけで、実際お金がね、入って来ているわけではない

という、お金も、直接入っているものもありますしね、ですけども、まあ、申し込みの用

紙だけでも、今 300 件ぐらいな申し込みを、今、いただいてると思っております。 
 

〔岡本義君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、岡本義次君。 
 
４番（岡本義次君）    その様に、まだ始まって、間がございませんけれど、こういうよう

なありがたい制度については、この前、佐用の県職員の方のあさぎり会というゴルフの中
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でですね、私も同僚議員に、ちょっと電話で、ちょっと私出席でできてませんでしたので、

このこと是非、お願い言うとってくださいよって言ったら、副町長が、ちゃんと用紙持っ

て行って、お渡しになったいうことで、ああ、さすが副町長やなということで、私も、良

かったなということで、まあ、ゴルフに出席された方だけでなくって、やはり、そういう

県職に行かれておる方についてはですね、そういう連絡網の中でですね、まあ、周知して

いただいてね、やはり、こういう１つでも佐用を、自分のふるさとが良くなるという中で

ね、これからも引き続きですね、啓蒙を図って、少しでも佐用の町や村が良くなるように

頑張ってやっていただきたいと思っております。 
    以上です。どうもありがとうございました。 
 
議長（西岡 正君）    はい、岡本義次君の発言は終わりました。 
    続いて、９番、敏森正勝君の質問を許可いたします。 
 

〔９番 敏森正勝君 登壇〕 
 
９番（敏森正勝君）    ９番議席の敏森でございます。 
    伝統芸能存続をと題して質問したいと思いますので、納得のいく回答をよろしくお願い

いたします。 
    少子高齢化に伴い、当町においても、児童生徒数も一段と少なくなってきておりますが、

最近は、協力性がなくなり、自分本位の考え方に変わり、協力して行こう、団結して皆と

歩調を合わせようと気持ちが少なくなってきております。自分本位が主体になり、考え方

が裏返しになってきている現在の世の中ではないでしょうか。その様な状態が多い中、先

般の平松集落における武者踊りが４年に１回、オリンピックの年に開催され、多くの人た

ちの目を輝かせたことは、佐用町無形文化財として誇りある行事であると思います。４年

に１回であり、一人ひとりの役が違っているにもかかわらず、体に身についているのか、

動作が激しいだけに若者でなければできない状態ではないかと思われます。平松武者踊り

実行委員長、自治会長、保存会会長を初め、集落一丸となって協力し合いながら、ここま

で伝えられております。伝統芸能は、佐用町でも僅かしかないが、素晴らしいものが受け

継がれております。存続できるように町としてアピールし、守っていけるようにしなけれ

ばならないでしょう。この他にも、三河のこども歌舞伎、平福の大名行列、獅子舞など、

町として一躍を担う行事と行政の立場と地域の人たちが協力しあい守っていかなければな

りません。 
    そこで、行政の立場から、今まで以上の協力をしなければ成り立っていかないと思いま

すし、財政上厳しい時でありますが、今後の方針について伺いたいと思います。 
    この場での質問といたします。 
 
議長（西岡 正君）    それでは、町長、答弁願います。 
 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 
 
町長（庵逧典章君）    それでは、敏森議員からのご質問にお答えをさせていただきます。 
    伝統芸能の存続を、ということでの話です。ものでありますが、町内には、今お話のよ

うに、年中行事やお祭りなどの様々な伝統芸能が古くから受け継がれてきております。中

でも、平松の武者踊り、私も今年初めてですね、練習の時、また本番でも見せていただい

て、改めて、この江戸時代から伝えられていた、この武者踊り、集落の若い人たちが武者
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や姫、老婆等に扮して、手に槍や刀、行灯などを持って、歌舞伎の合戦の場面を再現する

という、他に例の無い特徴のある踊りというものを認識させていただきました。まちの町

の無形文化財にですね、指定をされておるわけでありますけれども、やはり実際に見てみ

てですね、これを存続させていくことの大変さ、またその内容、またこの武者踊りのです

ね、本当に、あの、農村伝統芸能としてですね、非常に貴重なものであり、まあ、この行

事をですね、今後とも、これを受け継いでいただきたいいう思いを強くしたところであり

ます。また、町内には、そういう特色ある獅子舞などのですね、伝統行事が、それぞれの

地域で、地域の皆さんの努力によって守られてきておりますし、また新たな、その行事と

して、先ほどお話のように、平福地域で始まった大名行列とかですね、三河のこども歌舞

伎なども、ああした国指定の「農村歌舞伎舞台」の保存という活用を考えるなかで、まあ

小学校、子ども達が、子ども歌舞伎としてですね復活したと。これは、まあ、こういう物

を長く続けて行くことによって、これが伝統になり、芸能に、伝統芸能として、また定着

していくことになるというふうに思っております。しかし、まあ、この、そういう伝統芸

能を受け継いだりですね、新たな伝統芸能を作っていくということは、非常にまあ、大変

であると。これはまあ、地域、そのためにはですね、地域ぐるみの主体的な取り組みが欠

かせませんが、まあ、どうしても、町行政としてもですね、その支援をしていかなきゃい

けないなという思いをしております。議員もご指摘のように、本当に、これを継承してい

くには、人が少なくなる、なっている。行事の、それをやっていく、困難になっていく、

できない集落がですね、増えてきていることが確かであります。 
    町といたしましては、行政組織として、生涯学習課に文化振興係を置いておりますし、

また各支所地域振興課におきましても文化振興係を置いて、地域ごとの伝統文化活動の継

承や保存ということに対しての支援にあたっております。また、学校教育におきましても、

地域においてふるさとの文化や歴史に触れる活動体験活動を実施したり、社会科の副読本

として「わたしたちのまち郷土佐用町」を編集いたしまして、主に小学校 3 年生、4 年生

の学習の中に、佐用町の文化歴史を学ぶ授業というものを取り入れております。 
    今後も、まちづくり、地域づくりでの取り組みも提案をしながら、伝統文化子ども教室

など国が行っている事業を始め、各種財団の助成事業なども活用してですね、財政面にお

いても支援をしていきたいというふうに考えております。 
    以上、この場での答弁とさせていただきます。 
 

〔敏森君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    敏森正勝君。 
 
９番（敏森正勝君）    地域に応じたまちづくりのために、残しておきたい伝統行事の１つ

でありますが、先ほども言われておりましたように、人集めに苦労があると。年齢、性別

を問わない役柄であっても、集落でも、集落で持つことは大変であると思います。近隣の

集落からの応援ができたらなというふうに思いますが、それは、どうでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、お答えください。はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    非常に、この伝統芸能という、農村行事として行ってきたものは、

農村の、その集落の活動、そこに密着していうんが、根ざしているものがあります。です

から、１回２回のですね、それを催しをするという時にはね、いろんな応援とかというも

のも、可能だと思うんですけれども、それをずっと、続けて長く、続けていくためには、
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中々、その、その時に応援を求めてやっていくというようなやり方では続かないなという

感じ、そこに難しさがあるなというふうに思います。そこは、伝統芸能のね、こういう行

事の継承していくことの難しさだと思うんですけれども、ですから、当然例えば獅子舞な

んかの、これまでの秋祭りなんかにおいてもね、それが、一地域ではできないので、それ

を、各地域が一緒になってですね、まあ、一緒に、今まで５集落で、５地域でやっていた

ものを、２に割って２集落でやろうとかですね、そういう工夫をそれぞれされております

けども、まあ、そういう問題を、ひとつ地域づくり協議会、こういう中でね、地域の課題

として、いろいろと協議をしていただいて、一緒にまあ、確かに助け合っていく協力して

行くということ、このことは、また大切なことですので、こういう芸能、伝統行事を、ひ

とつ通してまた、集落の再編なりね、まあ協力していく体制、そういうことも考えていっ

ていただければ、よりありがたいかなと思うんですけれども。はい。 
 

〔敏森君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、敏森正勝君。 
 
９番（敏森正勝君）    公募の方法もあるのではないかなと思われますけれども、その地域

のプライドもあったり、難しいことかもしれません。ただ、行事を行うに当たって、事故

が無いようにすればと思っても、たまたま起きてしまったいうようなことがあります。 
    まあ、保険をかけておけば、安心感が持てるけれども、また集落における他の行事につ

いても、同じであるというふうに思います。万全の体制で臨まなければ、ひとつ狂えば、

大変なことになる。町よりの指導はもとより助成はできているのかなと。また、できるの

かなというふうに思いますが、どうでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    まあ、あの、いろんな活動において、いろんな、どうしても、まあ

ケガ、事故が起きる可能性があるということで、まあ、今、自治会保険というようなです

ね、保険、これは、各自治会ほとんど入っていただいておりますし、またスポーツなんか

の場合には、その時のスポーツ保険で、その試合だけを対象にした保険に入るとかですね、

それぞれ集落においても、そういうボランティア保険というようなものに入られたりとい

う、まあ、どうしても活動をしていく上で、また、その世話をいただく皆さんも、そうい

う制度に入ってないと、中々責任が持てないということですのでね、今回の平松の武者踊

りにおいての事故においてもですね、ケガにおいても、そういう保険を適用して、申請を

してですね、まあ、お見舞いをさせていただける、そういうことで進めております。 
 

〔敏森君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、敏森正勝君。 
 
９番（敏森正勝君）    まあ、事故のことばかり心配していても何もできませんが、昔から

の伝統ある行事は、引き継ぐことが一番であり、まちづくりの活性化から考えても必要な

行事であることは言うまでもありません。行事を行うことによって和が保て、明日を担う

協働の精神が保てることは、町にとっても素晴らしいことであり、工夫と努力と協力があ

ってこそ、平松集落における武者踊りが伝統芸能として続いております。 
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    私は、こうした一身一体化した集落を世に送ることが、この佐用町の珍しい取り組みと

して話題になるのではないかと思うが、その点は、どないでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    まあ、あの、やはり自分達のふるさと、郷土にある芸能、これはや

っぱし、自分達、その、それを実際に行ってきた集落だけではなくてですね、私達佐用町

のやっぱし皆宝としてですね、皆さんがやっぱし、こういうものをよく、皆お互いに知っ

て、そしてまた、その他の町外の皆さんにもですね、伝えていける、またＰＲもしていく

という、そういうことが必要かというふうに思っておりますし、この、例えば平松の武者

踊りについても、もっとやっぱしですね、町民の皆さんが、これだけの芸能、伝統行事が

ですね、町内にあるんだということの良さ、素晴らしさというものをですね、見ていただ

くように、今後、町としても、やっぱししていかなきゃいけないなということを、今回感

じたところであります。 
 

〔敏森君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、敏森正勝君。 
 
９番（敏森正勝君）    この他にも、三河のこども歌舞伎も県内では、有数の行事の１つで

あり、武者踊りも県下に広め、新しい道筋を開拓すればよいと思うが、その点は、いかが

でしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    実際に、これをやっておられる皆さん、これを行事を行うために４

年に１度ということでね、今、されております。それは、本来昔は、毎年こう、ああいう

お盆の行事としてされてきたんだと思うんですね。しかし、実際には、それをするために

は、相当の大きな負担がかかるわけです。まあ、練習からですね、準備、まあ、そういう

衣装にしてもですね、作っていかなきゃいけないと。で、まあ、そういうことを、しかも

これは、子どもじゃなくって、少なくとも、いろいろと皆、仕事をした現役の若い人達、

大人がやっていくわけです。ですから、今の時代ですね、地域で、まあ、昔のように農業

を主体にした、皆さんが、その地域に、もう根ざした中での仕事ができている時代なれば、

まあ、そういうことも可能だったんでしょうけれども、今のように、いろんな人が、遠く

にまで働きに行ってですね、その時だけに、ためにということで、今回４年に１度ならと

いうことで頑張っておられてもね、これを、何回もまた毎年というようなことをね、これ

は、中々、今の生活の中では、難しい状況ではないかなという感じはしました。今回、見

させていただいてね。ですから、まあ、何か大きな行事をするような時にはね、何とか、

皆さんにお願いして、こういう武者踊りというものを、もっと広いところで見ていただく

ようなことができればいいなというふうには思いましたけれども、まあ、何回もしていた

だくというようなことをお願いしていくことは、地元としても、中々受け入れは難しいと

いうような感じがいたします。 
 

〔敏森君 挙手〕 
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議長（西岡 正君）    敏森正勝君。 
 
９番（敏森正勝君）    先ほども、こども歌舞伎の話が出ておりましたが、ああいった行事

にしましても、子どもにさせるということはできないでしょうかね。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長、 
 
町長（庵逧典章君）    まあ、あの、こども歌舞伎は、こども歌舞伎として、そういう１つ

の新しい指導者がいてですね、ああやってやってますけども、今回の武者踊りのようなも

のはね、子どもがまた、その形だけを真似てやっても、余りこの１つの伝統芸能で、あれ

だけの武者踊りというものにおいて、その貴重さ、価値というものがね、伝わっていかな

いんじゃないかなという感じはいたしますね。 
    やはり、本来、あそこのお宮で、昔はお宮でやっていたんじゃないということを聞きま

した。各家の集落、門先にずっと回ってですね、夜中踊っていたのか分りませんけれども、

地域の中で、やっぱしされているということ、これを守って行く事が、やっぱり大事かな

というふうに思いますけど。 
 

〔敏森君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、敏森正勝君。 
 
９番（敏森正勝君）    三河のこども歌舞伎というものは、非常にこう、名が通ってきたと

いうふうに思っておりますが、三河だけではなくって、言えば、南光地区であれば、徳久

とか中安がございますので、徳久地区には、そういった踊りがある。また中安につきまし

ては、獅子舞とか、そういったものがある。といったように、それぞれの学校で、特色の

ある、そういったものを、引き出せれたらなというふうに思いますけれども、その点は、

どないでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    まあ、あの、そういうことをね、１つの気運が盛り上がってやろう

という、子ども達の１つの活動の中で、取り組んでいこうという思いが出てくれば、それ

はそれで、素晴らしいことだと思うんですけれども、まあ、三河の例えば、こども歌舞伎

においても、既に、まあ子ども達が少なくって、これを継承していくのも難しい状況にあ

るわけです。余所、他の地域からね、そういう団員をですね、募集して、もう残して活動

をやっていきたいということで、声を掛けた例もあります。声を掛けているんですけれど

も、中々やっぱし、その地域、まあ練習というものがね、当然、かなり１年中やっぱし練

習していかなきゃいけないと、まあ、そういう中で、今子どもが非常に少ない中でね、そ

ういう他から入って、一緒になろうという形は、声掛けてみても応募がないというような

状況です。まあ、中々、ほな子ども達に、いろいろと今、少ないし、またいろんな子ども

も行事があったりしている中で、こういうものを１年を通してずっと練習していったりし

ていくことの活動の難しさというのが、当然、皆お分かりだと思うんですけれども、まあ、

中々、そういうものが自主的に盛り上がって出て来ることは、難しいかなという感じはい

たしますね。 
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〔敏森君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、敏森正勝君。 
 
９番（敏森正勝君）    これは、まちづくりの１つとして考えなければならないことであり、

今後の育成が必要であります。今以上に町としての援助体制が一番大きな力になると思い

ますが、いかがなものでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    まあ、援助体制と言われるところはね、まあ、どういう具体的なも

のか。まあ、やはり１つは、そのこういう行事を行うための経費、まあ、そういうことに

対する財政的なものというのも 1 つだと思いますけれども、後はまあ、もっとやはり、こ

の武者踊りなりで言えば、町民の皆さんなり、また町外の皆さんからも見ていただいて、

この良さとか、貴重なものということのね、その残していかなきゃいけないという、皆さ

んの評価ですね、そういうものを高めていくという、それによって、やっておられる方も、

やりがいを持っていただくということ。この事がやっぱし必要かなというふうに思います。

まあ、場所においても、平松においては、公民館と言いますか、集会所も、そういうこと

をやろうということで、かなり広くね、練習ができるような物が既に作られておりますし

ね、まあ、未だ、平松においては、若い人達が、かなり今、たくさんいらっしゃいます。

子ども達も結構平松は多いんですね。で、今回の練習なんかにも、そういう子どもも出て

来てね、やはり集落の本当に昔から受け継いできたものとして、こう子どもの時から、そ

れを体験しながら大きくなっていけるような、未だ今環境にあるという、その点は、他の

地域と比べたら非常に、もういい、ありがたい状況かなというふうには、今、見ておりま

す。 
 

〔敏森君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、敏森正勝君。 
 
９番（敏森正勝君）    まあ、まとまりのある、いい集落だなというふうに意見を聞けれた

なというふうに思っておりますが、まあ、見ていて良いことをしているな、だけで済んで

いるように思えるが、この行事をやっている集落は非常に大変であるというふうに思って

おります。先ほども言いましたが、人集め、練習、それから、先ほど出ておりました、衣

装等、自分勝手な思いでは、中々勤まりません。行事を行うにあたり、楽しさ工夫等考え

てこそ、良いものができる。続けるということを前提において町として何が考えられるか

ないうふうに思いますが、その点は、どないでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    まあ、町として考えられるというのは、町が直接やるわけで、それ

を実践するわけじゃないんで、中々、地域の皆さん方からの必要な要望があれば、まあ、

それに協力し、していくということだと思います。ですから、まずは、それだけの、あの

伝統的な行事というものに、地域の皆さんが、これからも誇りを持ってですね、そのお祭

りだけじゃなくって、他の集落としての地域づくり、いろんな活動というものを、皆さん
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が、日頃から、こうやっていただくような、活発な地域活動というものが、基礎にならな

ければならないと。それがあれば、また続けていかれると思っております。ですから、町

としては、今回なんかでも、まあ、最低限のね、少ないかもしれませんけれども、財政的

な支援もさせていただいたりしながらね、これは、町として、できることをやっておりま

す。はい。 
 

〔敏森君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、敏森正勝君。 
 
９番（敏森正勝君）    近年、文化を育てることが、非常にこうなくなっている。社会が裕

福なのか、それとも国民が理解しないまま、駆け足で通り過ぎていく社会か。または、全

速力で走る社会か。人のことより我が身といったところが非常に多いのではないかなとい

うふうに思います。良いことだと思っても、自分から進んでやっていこうという気持ちが

ないのが現状であります。伝統行事に参加できない人も多くあると思えるが、しかし、伝

統を守るということに力をつぎ込むことこそ、人の輪ができるのではないでしょうか。そ

こには、苦労があります。本番のできによって苦労が苦労でなくなると思えますし、その

１つに行事を行った後の満足感であり、反省会による弱点を、今度こそ、この部分を正し

ていこうという気持ちが大事かもしれません。当局として、そういったことに対して、ど

ういうふうに思われるでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、答弁願います。 
 
町長（庵逧典章君）    中々、どう答弁させていただいたらいいのか。思いは一緒なんです。

まあ、このやはり、新しく伝統を作っていくことは、もの凄く大変なことです。でも、ま

あ、ただ、まあこれまで長年ですね、こう本当に、あの、集落なり、皆さんが、自分達の

集落の維持の１つの活動として、続けてきたと。それが、まあ伝統なんですけれども、そ

ういう物が残っているところが非常に少ない。この平松の、この武者踊りにおいてもです

ね、多分平松だけではなかったと思います。こういう行事は。まあ、播州歌舞伎のですね、

系列の中で、盛んだった時代にですね、そういう歌舞伎を取り入れた踊りですね、こうい

う踊りですね、これも集落の皆さんが、非常に日頃、毎日の厳しい労働の中から楽しみと

してですね、作り出して、それを演じて、皆で楽しみ、そして集落の団結を、維持という

ものをですね、図ってこられた１つの行事だったと思うですね。ですから、それは、多分、

他の所においては、段々それが薄れてなくなってきて、今残っているのが、平松だけに残

ったと。ここにおいても、戦後ですね、それを途絶えたと、そういう時があったわけです

ね。それを、まあ、当時の人が復活をし、残していかなきゃいけないという思いで、ああ

して、いろいろな題目なんかも、全部書きまとめた、ちゃんとした資料を作ってですね、

そして、それを１年、毎年はできないからということで、４年にいっぺんやっていくとい

う形を取って、だから、その時代、その時代の、そういう問題を解決しながら、こう今の

形で受け継がれてきたということですので、まあ、今、その為には、これからも、そのま

までは、いろんな問題が、まあ後継者がいないとか、いろいんなことが出て来るのは確か

なんですけれども、まあ、それを、いかに、それを克服していくかは、その時代のものが、

やっぱし努力をしていくしかないということで、じゃあ、それに対して今何をしたらいい

かではなくって、その思いですね、そういう物を残して行こうという、受け継いで行こう

という思いをしっかりと守っていくことしかないんじゃないかなというふうに思います。
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町としても、その大切さとかね、これの貴重なものであると。あり、そういうことを残す

ことを受け継いで行くことが、１つの地域づくりであり、村を存続させていく大きな力に

なっているんだということの、この思いというものを、きちっと持って、これからの地域

づくり、まちづくりに当たらなければならないというふうに思うわけです。 
 
議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 
 

〔敏森君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、敏森正勝君。 
 
９番（敏森正勝君）    最後に、これだけは言っておきたいなというふうに思っております

が、時代が変わっていることは、先ほど言ったとおり集落における決断力は、リーダーに

とって、欠かせない力の１つであります。特にリーダーの決断は、自分の人生だけでなく、

集落組織の運命を左右するという点において絶対に判断を誤ってはならないと思います。

この様な行事を成功させるために、どうすれば良いか。まず、情報を集め、次に現状を把

握及び分析し、最後に人心を洞察する。これらをすることによって、自分の判断に自信を

持つことができる。自分を信じる力が、他の人に決断を下させる。これが平松武者踊り保

存会のリーダー及び集落の決断ではないかなというふうに思えます。くどいようですが、

もう一度言いますが、残したい文化の行事の１つであるなれば、それなりの協力をお願い

をしたいなというふうに思っております。 
    以上、これで終わりたいと思いますが、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 
 
議長（西岡 正君）    敏森正勝君の質問は、終わりました。 
    続いて、２番、新田俊一君の質問を許可いたします。 
 

〔２番 新田俊一君 登壇〕 
 
２番（新田俊一君）    ２番、新田でございます。通告に基づいて逐次質問をしていきたい

と思います。 
    質問の事項でございますが、町民の希望する工事はどうなっているのかということで、

お聞きをしたいと思います。 
    佐用郡４町が合併してから、３年を迎えようとしておりますが、合併時から引き継がれ

た、建設課の工事、農林振興課の工事の達成率はどれぐらいになっておりますか。また、

その後、風水害による災害復旧率はどれぐらいになっておりますか。その他を含めて４点

町長にお伺いします。 
    ①点目ですけれども、建設課への工事の要望件数は何ヵ所ぐらいあり、何件終わって残

件数は何件ですか。これからの計画はどう進めていくのかお伺いをいたします。 
    ②番目ですが、財政難は理解できますが、原油高により諸物価が高くなってきておりま

すが、土木工事等について決算見積もりは反映されているのか。オイルショックの時、原

油が高くなった時は、諸物価の単価をスライドで認めていたと思いますが、今現在は、何

も聞いておりませんが、これからどうなっていくのか。例えば、土木積算、標準価格より

市場単価の方が大幅に高くなっているのが現状ですが、この様な状況が続けば、土木業者

や建設業者の運営が厳しくなっていくと思いますが、救済方法は考えているのかお伺いを

いたします。 
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    ③番目ですが、町民の方から、工事の依頼をしていても、全くしてもらえない。どうな

っているのかと、よく聞きますが、これはいったいどうなっているのですか。大きな工事

は、国・県の補助金があるので、ある程度進んでいると思いますが、小さな町単工事が予

算がないということで、遅々としてして計画や予算をつけていないと思います。町民は、

生活安全上、小さな町単工事を望んでいると思いますが、町長は、どの様に考えられます

か、お伺いをいたします。 
    ④番目ですが、新聞やテレビで毎日のように局地的集中豪雨による災害が報道されてい

ますが、佐用町においては、局地的集中豪雨に対しての対策は万全なのか。先の一般質問

でお伺いしましたが、町職員や消防署員にパトロールされると聞きましたが、これだけで

いいのですか。大きな堤防もアリの一穴から大災害になると昔から言われていますが、今

一度避難場所が、二次災害を起こさない安全な場所であるか、再確認はされたのかお伺い

します。 
    以上、この場での質問は終わります。 
 
議長（西岡 正君）    それでは、町長、答弁願います。 
 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 
 
町長（庵逧典章君）    それでは、新田議員からのご質問にお答えをさせていただきます。 
    まず、合併後の各地域から、いろいろとあった要望カ所、要望についての達成率等につ

いてでありますが、合併当初、農林振興課、建設課に関係する旧町からの主要な引き継ぎ

事業また懸案事業の内、補助事業あるいは起債事業は、この 19 年度末までに、ほぼ完了

し、あるいは解決の方向性を示すことができたというふうに思っております。 
    ご質問の、個々の集落の要望案件等につきましては、合併の直後の平成 18 年度に提出

をいただきました「集落の課題事項」に基づいて申し上げますと、建設課では、約 420 の

案件あり、その内、約 4 割の県事業関係におきましては、内容を説明のうえ佐用土木事務

所等へ報告をさせていただき、要望しているところであります。また、農林振興課関係で

は、約 150 案件あり、その内、約 3 割が県事業関連でありまして、同様に県農林事務所等

へ報告をし、また要望をしているところであります。 
    達成率ということでありますが、両課とも案件の内容あるいは現場踏査をし、精査する

中で、地元対応でお願いをした案件もありますし、必ずしも地元体制が、未だ整っていな

い案件等もありますので、一概に数字では表すことはできませんけれども、町事業におき

ましては、事業関係者の用地、ご負担等についてのご理解ご協力をはじめとした地元体制、

並びに予算措置などの条件整備が整い次第、建設課では、約 300 弱の案件を、農林振興課

では約 100 件強の案件を、昨年度を初年度とした概ね４、５年で完成し、あるいは目処が

つくよう計画をしているところであります。 
    今後においても、当然、新規の要望も提出されて来ておりますし、県事業の比重も非常

に大きいものがありますので、その都度、地元との皆さんとの十分な協議を重ねて必要な

事業の進捗に努力をしてまいりたいというふうに考えております。 
    なお、風水害による災害復旧率はとのお尋ねでありますけれども、16 年度災害を含めま

して両課のおける復旧事業は、ほぼ完了をいたしております。 
    次に、土木工事等についての積算見積もりについて、現在の物価高等が、反映されてい

るのかということであります。当然、実施設計にあたりまして直近の積算分掛及び積算単

価を使用して積算を行っているところであります。 
    次に、かつては諸物価の単価をスライドで認めていたが今後はどうかということについ
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てでありますが、町と請負者と締結する建設工事請負契約書の第 25 条、賃金又は物価の

変動に基づく請負代金額の変更の各項に照らして対処すべきものと考えておりますけれど

も、いずれにいたしましても、今、現下の状況は全国的なものですので具体的な案件が生

じた時点で、兵庫県等の指導もいただきながら協議の場を持ちたいというふうに考えます。

次に、工事の依頼をしていても、全くしてもらえない、どうなっているか。という点のご

質問でありますが、最初のご質問でもお答えいたしましたけれども、兵庫県が非常に、ま

あ厳しい財政状況の中でですね、県事業においては、中々新規の着工が、工事が進まない

というのが現状であります。また、町においても、当然厳しい財政状況という、長期的に

はですね、厳しい財政状況を考えた中で、対応していかなきゃならないということであり

ます。しかし、住民生活の向上・利便性を確保する意味でのですね、投資的事業は必要と

いうふうに考えておりますので、私も、平素から地域の声に耳を傾けてきて、生活関連を

優先してですね、事業を行なっていきたいということで、細かい修繕、改善、改良、そう

いう点についても積極的に取り組んでいきたいということで、考えております。まあ、そ

ういう中で、一方では、健全な財政運営にも今後とも十分配慮をしていかなきゃいけませ

んので、その点、バランスを取りながら、住民の皆さん方の要望、地域の要望に応えさせ

ていただいたいというふうに思っております。 
    最後に、避難所の安全性についてでありますけれども、佐用町では平成 18 年 11 月に各

戸配布いたしました「佐用町防災マップ」にも記載をしておりますけれども、一次避難所

として各地域の小中学校を中心に 15 の避難所を指定をしております。 
    また、2 次避難所として更に保育園や町の集会施設など 24 箇所を指定しております。も

とより避難所は様々な災害に対して避難の必要が生じたときに使用する施設であり、水害

時の避難のみを想定しているものではありませんが、このうち、100 年に 1 度程度の大雨

で河川が氾濫し、浸水する可能性のある避難所ということについては、そういう１次避難

所におきましては 2 カ所、2 次避難所で 6 カ所あります。 
    また、佐用町内には背後地が急峻な山や谷川があり、崖崩れや土石流などの土砂災害の

危険カ所も多く存在をしております。平成 17 年度から県がこれらの危険カ所の基礎調査

を実施をしておりますけれども、今年度で佐用町全域が終了する予定になっております。

これらによりまして、現在の指定避難所の見直しを行う必要があるというふうにも、想定

を、予想しておりますので、今後調査が終了した段階で、佐用町全域の危険カ所の情報を

表示したマップの制作も予定し、避難所等においてもですね、すぐに本当に避難の危険が、

避難することにおいて危険のない、また避難ができる避難所というものを現実に即した形

で考えていきたいというふうに思います。住民に避難勧告や避難指示を出す場合には、避

難所の安全を確認することは勿論ですけれども、更に、その避難所に危険が迫った場合に、

避難所の変更をし、移動についても安全な手段を確保するということも大切でございます。 
    地震をはじめ、これらの災害から命を守るのは第一義的には個人個人が注意し、危険を

感じたら何をおいてもすぐに安全な場所へ、それぞれが避難していただくことも、非常に

大切なことでありますので、集落、地域においてもですね、本当に、何かの危険を想定し

た場合に、その危険が迫った場合にですね、どういうふうに避難をし、安全を確保するか

ということについて、それぞれの地域においても、地域づくり協議会等の中での１つの大

きな課題としても考えていただきたいということも思っております。 
    以上、この場での答弁とさせていただきます。 
 

〔新田君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、新田俊一君。 
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２番（新田俊一君）    まあ、丁寧にまあ、答弁していただいてありがとうございました。 
    再度、先ほどの質問と重複する場面があるかと思いますけれども、答弁をよろしくお願

いしたいと思います。 
    町民は、国・県の補助金が付いた工事には、用地やその他について理解をして、協力を

してもらっていると思いますが、負担金が必要な町単工事については、理解をされている

のでしょうかね。数年経過しても工事をしてくれないということで、不満を持っておられ

るようです。合併して資金力のある時に見直して、合併して良かったと思われるように努

力していただきたいと思いますが、町長の見解をお伺いしたいと思います。 
 
議長（西岡 正君）    はい、お答えください。はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    あの、町内の、特に、例えば道路におきましても、非常にたくさん

の道路があって、その道路を、全てをですね、町道ということを、改善、改良、いくのは、

早急にしていくことは非常に難しいということで、特にまあ、その道路、合併後ですね、

１級、２級、３級という形で、生活に、まず、毎日の生活に支障がないような形で分類を

してですね、まず１級、２級については、町道として第一時的な改良はやっていくという

ことで進めております。 
    まあ、後、そのそういう場合には、当然、町道としてですね、地元負担とかということ

は、求めないと、その町が責任を持って行ってくということです。ただ、後、農道的なで

すね、まあ、第３級路線とかですね、後、林道、農道、こういう点については、そういう

取り扱いにおいて、地元にも負担をお願い、もしやる場合には負担をしていかなきゃいけ

ないとか、お願いしたいとかですね、そういう点もあるわけですけども、まあ、特に、毎

日の生活の中で、未だ、車が入らない所とかですね、舗装がされてないとこ、そういう生

活道路については、何とか、もう早急に、これは全部完了させていきたいということで、

今、自治会長会なんかにも、そういう所があれば、直ぐに申し出てくださいということで、

申し出ていただいて、即対応しておりまして、その点、そういう所も、もうほとんど少な

くなってきたんではないかなというふうに思っております。で、今回ですね、そういう、

その県の、非常に国道・県道、改良お願いしている所もたくさんあるんですけれども、そ

ういう所は、今県の財政状況、国の状況の中で、中々一気に進まないし、進捗も遅れ、見

通しも非常に難しいということの中で、町においては、町道を、できるだけ町道を今の財

政状況の中でですね、まあ、町が単費で、町単費でも対応しなきゃいけないカ所において

も、何とか早く、そういう地域住民から、地域からの要望がある所については対応してい

こうということで、先般も建設課また農林振興課に対してですね、また各地域の支所にお

いてもですね、どういう今、地域からの要望があり、また、町として見て、危険性がある

とか、改良が必要だという所があるか、そういうことをね、もう一度良く現地を見て調査

をしてですね、拾い上げて欲しいと。それによって、必要であればですね、補正予算を組

んででもですね、早く、これを整備すべきであろうということで、財政課とも協議をして、

今、両方でですね、この対応をしていこう。取り組んでいこうということで、今進めてい

るところです。 
    合併直後に、地域からたくさんの、いろいろな要望カ所を出させて、お願いして、ひと

つまとめておりますけども、やはり、その時点においても、各集落の温度差というのがあ

って、後からね、その時には出てない所でも、これはやっぱし対応しなきゃいけないなと

いうような所もあります。それから、まあ、あまりにもたくさん出て、これは地域でやっ

ていただかなきゃいけないなというような物まで全て入ってる場合もありますし、町では
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どうにもならないような、そういう要望も、いろいろあります。しかしまあ、実質それを

きちっと精査した上で、本当に今、毎日の皆さん方の生活の中で必要な事業においてはで

すね、事業においては先ほど言いましたような形で、早く取り組むべきだということで、

今、やっておりますので、検討しておりますのでね、ひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。 
 

〔新田君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、新田俊一君。 
 
２番（新田俊一君）    まあ、非常にこう安心したような答弁をいただきました。実際にま

あ、生活で必要な所で、カ所についてはね、ちょっと無理してでも、早く完了して、補正

予算組んででもしていただけるというように、こう力強く思ったわけなんですが、是非、

その様にお願いしたいと思います。 
    次、もう１点ですけれども、他市町では、入札最低価格を５パーセント以上底上げして

入札を行い、業者の保護を図っておりますが、佐用町においては、どの様に考えておられ

ますか、お伺いします。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 
 
町長（庵逧典章君）    ええっと、ちょっとお聞きするんですけれども、入札の何を５パー

セント底上げということですか。 
 
２番（新田俊一君）    例えば、建物とか道路とか、いろんな工事についてね、入札の最低

制限価格いうものを、５パーセント他市町では値上げされておるんですけれども、佐用町

ではどうなっているんでしょうかとお聞きしたんです。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    最低制限価格、この辺はですね、まあ、積算があります。その積算

というのは、それぞれ積算単価、これはまあ、現在の、非常にまあ、いろいろ物価なり資

材が上がっているという点はあるんですけれども、それに 100 パーセント、今の時点を全

て反映できてるかどうか、その今言われる難しい、違うんじゃないかというご指摘もある

んですけども、やはり担当者としては、直近の、一番近い、その積算単価で、積算をして

おります。だから、それに基づいて、町としては、その事業がきちっとできる、その事業

費、担保できる事業費、それを最低制限価格として、最低制限価格を設ける場合は、最低

制限価格として設けております。ですから、最低制限価格を、その底上げするというよう

な考え方で、元々の積算が、当然、それにスライドして上っているということが、ひとつ

前提なんですけれども、それがですね、中々物価の上昇が急で、もうそういう物が反映さ

れてないということであれば、それは、そこを加味して、制限価格、最低制限価格という

ものも考えなきゃいけないというふうには思っております。ですから、一律にね、５パー

セント上げるとか、そういう 10 パーセント上げるとかと、そういうことは、ちょっと、

これは、その制度としてもおかしいですし、今のところ、私は、そういうことは考えては

おりません。 
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〔新田君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、新田俊一君。 
 
２番（新田俊一君）    市場単価をよく調べていただいたら分るんですけども、積算標準価

格よりも、市場単価の方が 20 パーセントから 50 パーセント、こう高いようです。そうい

った市場単価、今さっき町長が、ちょっとこう調べられたとおっしゃったんですが、実際

に、例えば、まあ例えば、ヒューム管ならヒューム管が１本ありますはね、これが昨年か

一昨年当たりだったら、何ぼのかちょっと分りませんけれども、２万円程度の物であれば、

恐らく４万円から５万円ぐらい近くになっておるというような状況があるようです。だか

ら、そういったことを考えておりませんやなしに、やはり、そういうことは、もうちょっ

と精査していただけないもんでしょうかね。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    これは、建設課、担当課担当者にもですね、いろいろと私も話をし、

指示もしているところなんですけども、その実際の市場価格、現在のね、そういう材料な

り市場価格というものを、これも頭に入れてね、実際に、その積算していることが、実際

に、その単価で可能なのかどうか、こういうことも、やはり、ひとつの考えた上で、設計、

積算をすべきじゃないかなと。ただ、やっぱし、担当課の話を聞きますと、当然まあ、そ

の誰がしても同じ価格になっていかんきゃいけないと。だから、そのために、標準、きち

っとした単価表というものが、その更新をされてですね、ですから、今新田議員お話のよ

うな昨年、まあ、１本のヒューム管が２万円で入ったのが、それをいくらで積算していた

か。それが、例えば、実際には、施工業者の方には、２万円で入っていても、積算では、

例えば標準単価では３万円なら３万円でなっていたと。それが、現在においては、４万円、

実際には、業者の方に４万円。それが、逆に積算単価では３万 5,000 円の単価で出てると

かね、そういう違いというのは、中々、その市場の、その競争の中でね、需要があったり

なんかすれば、安くなったり、安く入ったり、高くなったいうのがあるんですけれども、

積算単価と、実際に入ってくる単価、その差というのは、中々つかみ切れないところが当

然ありますよね。担当者も、やはり、どうしても、それは、積算表、単価表という物で、

積算をしていかないとですね、仕方ないということなんで、その辺が、実際市場価格等の、

やっぱしにも、関心を持って、これは、やっぱし、現在では、積算単価としては、この単

価で入っているけれども、実質これぐらいな単価しか入れないんだと。入ってないと。納

入できないというんであれば、その辺は、その今言われた、町の方で、予算を予定価格を、

例えば決める時にもね、予定価格においても、その当たりを勘案して、予定価格を、最低

価格だけじゃなくて決めてますから、そこは、その設計以上を見ることはできません。当

然。だから、設計を上限として、私は、それなりに、その状況を踏まえた上で、予定価格

を設定をするということを、その辺は、私なりには、考えてやっております。ですからま

あ、ただ、今言うように最低制限価格というようなものは、一律に決めたり、予定価格を

一律に決めるものではないということもあるんですけれども、設計そのものは一律につく

っておりますのでね、その点、非常にまあ急激にね、こう物価が上ってしまうと、中々そ

れが反映されないところもあることは、認識はしておりますけれども、それを町の方で、

直ぐにね、加味して設計価格、単価価格以上にですね、予定価格を決めるというようなこ

とは、これはできませんので、これはまあ、ご理解いただきたいと思います。 
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議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 
 

〔新田君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、新田俊一君。 
 
２番（新田俊一君）    まあ、町長のおっしゃっていることも、分らないわけではないんで

すけれども、まあ、いつも我々のスプーンでお話するわけなんですけれども、原油の高騰

によりまして、全ての物が、こう値上がりしておると。そやけど、きっちり、そういった

物が入札に反映はされていないようにも思えるので、お尋ねしたところでございます。ま

あ確かに、入札予定価格で落札している工事もありますが、普通で考えても受注業者は赤

字になっているように思われます。町内業者は国の施策もあると思いますが、工事の発注

が激減し、入札参加業者と多く過当競争になりつつあると思います。この様な状態が長く

続けば、業者の倒産、廃業が多くなり、佐用町の活性化が低下、停滞と思いますが、町長

の見解はいかがなものでしょか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、お答えください。はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    まあ、あの、確かに、そういう物価が非常に急激に原油高でですね、

上がって来たと。そこに加えて土木事業費と言いますか、予算がですね、まあ国県も非常

にまあ、削減されたと。特に兵庫県の財政危機、財政再建の案の中にもですね、一気に急

激な、その予算が削減される案が出て、それが既に実施をされてきたということで、この

地域の経済においては、非常に大きな痛手が生まれ、痛手を被っているというように思っ

ております。ですから、まあ自由経済の中ですから、どうしても、その需要と供給なり、

いろいろな仕事と、その体制、事業者との中で、競争が、当然、適正な競争というのは、

当然必要、していただいた中で、それぞれが努力していただかなきゃいけないということ

ですので、この町が統制経済的に、それを調整してくるということは、これはできないわ

けです。ですから、まあ、町としては、少しでも、まあ、先ほど議員もご指摘しているよ

うな状況を踏まえた中で、できるだけ、まあ、その１つの決められたルールの中で、反映

できるところは、そういう対応、物価高なんかにも対応した反映をしていかなきゃいけな

いというふうに思いますし、また、町としてできること、これは、先ほど言いましたよう

な町単でも事業としてやっていかなければならない必要な事業においては、少しでも前倒

ししてでもですね、事業をやっていくと、そういうことをね、今私は取り組んで、少しで

も町の経済にも、こう維持していく上での町としての役割も果たしていきたいというふう

にも思っておりますけども、まあ、いかんせん、町事業の元々が小さいですから、やはり

国や県の大きな事業というものが、こう事業そのものも少なくなり、予算も少なくなって

くれば、それぞれの事業者においても、そういう状況がしっかりと踏まえた上で、やっぱ

し最終的には、各事業者のいろんな考え方、努力もしていただかなきゃいけないというこ

とになります。 
 
議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 
 

〔新田君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、新田俊一君。 
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２番（新田俊一君）    まあ、先ほど、スライドの話もちょっとさせていだたいたわけなん

ですけども、今あの西播磨県民局では、申出によれば、ある程度のスライドは、ちょっと

物によって違うらしいんですけども、認めるんじゃないかということを言っておりますが

ね、それと、未だ、例えば、他の高砂市とか丹波市やったところも単品スライド条項の運

用が、書いてあるんですけれども、全部こう認められてきようわけです。国の方も何か、

そんなこと言っておられましたけれども。そういったとこで、佐用町の場合は、そういう

スライド式っていうようなものは、皆目認めていないわけなんですが、また検討される余

地があるんですか。その辺、ちょっとお伺いしたいと思います。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    非常にあの、工期が長いようなですね、事業においては、その社会

的変動によって、物価、非常に大きな変動が出て来るということが、それは可能性がある

わけですね。そういうことで、今まで、そういう制度というのは、私もあるということは

聞いてますけども、まあ、今のように、非常に急激な短い期間でも物価が非常にこう、物

価が変わってきたと。経済が変わってきたと。まあ、こういう中で、実際に事業その物が

ね、赤字、全く最初から赤字と分かってて、受けた請負者に責任を持たせてしまうと、負

担をさせてしまうということも、これも本当に、それでいいのかという議論はあると思い

ます。ですから、まあ、各自治体が、それぞれ、そういうスライド制ということも、検討

されているということであればね、どういう条件の中であれば、そういうことが可能なの

か、また、していかなきゃいけないのか。こういうことは、やっぱし町としても当然研究

はしていかなきゃいけないことかなというふうに思いますけども、建設課長、そういうこ

とについては、聞いてますか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、建設課長。 
 
建設課長（野村正明君）  はい、あの、全体的なお答えとしては、町長申しましたように、工

事請負契約第 25 条のですね、各項目ということなんですけれども、先ほど、まあ議員が

おっしゃった関係については、第５項に該当すると思うんですけれども、まあ、単品スラ

イドということで、特に、この春以降ですね、特に鋼材関係、それから燃料関係ですね、

これらについて、今、町長言いましたように、配慮しなさいという通達も国なり県からは

下りてきております。ただし、それで大事なのは、今、町長も申しましたように、条件で

すね、どういう条件の中で、じゃあ、それが可能なのかと。当然あの、契約ですから甲乙

あります。この場合は、片一方は町ですから、逆にこう減った場合にね、減少の時もあり

ますから、高い時ばっかり今ご議論されてますけれども、減った時かて、当然、こちらか

らですね、工事請負の減額ということも毅然として申し上げなならないということがござ

います。ですから、ある一定の条件、全体の工事請負契約の中に何パーセント以上の変動

があるか。それと、請負業者については、それの確たる証拠ですね。購入された、先ほど

も町長おっしゃったと思うんです。カタログには 1,000 円であっても、実際買った時には

700 かも分かりませんから、そこらあたりの詳細なね、書類を付け合わすことによって、

じゃあ可能だなという中で、進めて行くというふうに聞いております。ただし、今まで、

私も含めて担当の方に聞きましたら、そういった経験をした例はございませんので、当然

まあ、これも町長言いましたように、県のですね、ご指導を得る中で、業者さんとも精査

する中で、もし案件があれば対応していきたいというふうに思っております。 
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議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 
 

〔新田君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、新田俊一君。 
 
２番（新田俊一君）    これにも書いてあるんです。対象資材の価格上昇に伴う請負代金の

増額分の内、請負者から請負代金額の変更請求に基づき対象工事の１パーセントを超える

額を町が変更するというようなスライドを、ちょっと認めておるようなわけなんですがね、

だから、そういったように、きちっとした検討をするとか、その見ていくとか、対象工事

がどうやとかやなしに、やはり全体的に、そういう考え方を持っておるかどうかいうこと

をお尋ねしたかったわけなんです。 
 
議長（西岡 正君）    はい、建設課長。 
 
建設課長（野村正明君）  ですから、町長答えましたように、契約書ですね、25 条の中に謳っ

てありますから、その条項に照らして対応するということは、そういった事象、あるいは

条件整備的なことが可能で、課題も解決できるようであれば、それ、その方向で対応して

いくと。県の指導を仰ぎながらね、そういう気持ちではおります。ちゃんと、その契約書

に書いとうございますから。はい、それは、私ととこは該当しませんよという契約結んで

ませんからね。はい。 
 
議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 
 

〔新田君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、新田俊一君。 
 
２番（新田俊一君）    先ほどから、たくさんこう、お尋ねしてきたわけなですけれども、

やはり、あの、町民の方から要望された、または、是非早くして欲しいというようなこと

については、町長もこれから検討して、早く完了させたいというようなお話もお聞きしま

した。 
    もう１点ですけれども、私が数カ所避難所を見て回ったり、指定場所を見て回ったんで

すけれども、必ずしも安全だというような場所は何カ所かありましたが、これは、ちょっ

とやべえんじゃないかなというような感じのとこも大分ありました。そういうのは、例え

ば、同僚議員の森本議員が、よくおっしゃっておったんですけれども、最近の局地的な豪

雨によりましてね、町長が、よくおっしゃるのは、時間雨量が 60 とか 70 とかというよう

な話はよくされておるわけなんですけれども、今現在はこう、ゲリラ的に降って、時間雨

量が 100 ミリを超えて、120、130 というような感じで岡崎の方ですか、ちょっとあれ、

麻生さんが失敗して、何か後で謝っておられましたけれども、そういう、その予想もしな

いような大きな雨が降ってくるわけなんですけどね。 
    そうそう、今、ここに据えられておる排水ポンプがね、本当にそれで大丈夫なのかとい

うようなことも、やはり、この地域の方にとっては、やっぱり心配な面があるんじゃない

かと思いますので、その辺も是非検討していただきたい。いただきたいと思いますが、ど
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うですか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    まあ、あの、本当に最近のですね、気象災害見ていますと、これま

で、ちょっと想像ができなかったような、その 100 年に１度というような言い方で、まあ、

まれにしかないんだということで済んでた話がね、それがもう１年に１度とか、もう全国

的には、その時期になるとですね、もう各地で、そういうような 100 ミリを超えるような

豪雨に見舞われていると。こういうことに対して対処をするには、どうしたらいいかとい

うことで、今までの設計上、河川においても、いろんな防災施設においても、そういう所

までの設計にはなってないんですね。まあ、そういう堤防なんかいしても、河川幅にして

も、当然そうですし、そういう中で、本当に、じゃあ安全な所はどうなのかということで

すけども、中々その全てがね、100 パーセント安全な所というのは、本当になくなってし

まっているような状況だとは実際は思います。まず何と言っても人命を、まず第一。人命

という。だから、家が浸かって、その家具が被害を受ける。家具が濡れる、床上浸水して

もですね、それは大きな被害なんですけれども、しかし、まあ、何とか、人、家が流れて

ね、それで、また家が埋まって人が亡くなると、こういうことがないように、まず、これ

を最優先にしていかなきゃいけない。避難所というのは、１つある意味では、災害が起き

ていた時に、後、その生活が中々こうできない。だから、皆で、どっかに来ていただいて、

そこで生活が、当面の緊急的な生活ができるようにするというのが１つの避難所の役割も

あるわけです。それから安全な所にという、その中で、実際には、その事前にね、そうい

う危険性があって、どこかに避難していただくということも１つの避難所なんです。その

２つの役割があると思うんですね。で、こういう豪雨なんかの場合に、そのどこかに、そ

の避難をしていく、避難の途中に、もう危険があったり、そういう所に避難してください

っていったら、かえって非常に危険。人命にとっては危険であるということもありますの

で、その点を踏まえて、今後その先ほど言いましたように、防災マップなんかでもですね、

一番恐ろしいのは、佐用町なんかの地形でいくと、水で流されるというよりかですね、山

崩れ、裏山が崩れて、谷川が、こうつっかけてきて、家にこう、壊してしまうというよう

な、そういうことが、まあ、一番人命に危険が大きいんではないかなというふうに思って

おります。そういう所においては、日頃から、この間の自治会長会なんかでもお話させて

いただくのは、自分の家の裏は、山が急峻であるとか、そこに杉やヒノキが植えられてで

すね、これは、もしずって来たら、山ずれが来たら家が埋まる。被害を受ける。こういう

所は、もう雨の予想があれば、早く自分で避難をしていただくと。だから、そういう避難

する所は、そういう山崩れのない、危険のない所を指定するということでね、まあ、避難

所においても、ちょっと考え直していかないと。じゃあ、遠くまで避難してくださいとい

うようなことは、中々できないと思います。やっぱり地域、地域でやっぱし避難所という

ものは、安全な所を確保しておく。その時にどこへ行くかということを、まず頭に入れて

いただく避難所にしていただかなきゃいけないなというふうに思っております。はい。 
 
議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 
 

〔新田君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、新田俊一君。 
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２番（新田俊一君）    あんまり長いことしゃべっておったら叱られるんで、まあ、もう最

後になりますけれども、町民は、こう重税に悩まされ、年金ははっきりしないし、保険金

関係も上るし、税金は年金から天引きされるか、引き落とされてしまいます。もし、税金

が滞納すると、何年間、50 年も 60 年も 100 年もいうような感じで、きちっとこう、納め

ていたのに係わらず、何かこう、何かこう、滞納状況で、あれを出せば、直ぐに差し押さ

え、競売に掛けてまうと。その人、その人によって違うかもしれませんけれども、トラブ

ルのないように、遂行してもらいたいと思います。また、町民は生活上、農業生産上、必

要に迫られて工事の要望を出されると思います。庵逧町長の寛大なる洞察力と実行を期待

し、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 
 
議長（西岡 正君）    はい、新田俊一君の発言は終わりました。 
    少し、お昼が早いですけども、しますか。それとも、もう１名、ちょっと休憩してやっ

ていただきましょうか。 
 

〔「もう１人」と呼ぶ者あり〕 
 
議長（西岡 正君）    そしたら、ちょっと休憩させていただいて、３人。35 分まで休憩さ

せていただいて、ほなもう１人させていただいて、お昼ということにしましょか。それで

は、よろしくお願いします。 
 

午前１１時１８分 休憩 
  午前１１時３５分 再開 

 
議長（西岡 正君）    休憩を解き、会議を再開します。 
    休憩前に引き続き一般質問を行います。 
    続いて、12 番大下吉三郎君の発言を許可いたします。 
 

〔12 番 大下吉三郎君 登壇〕 
 
12 番（大下吉三郎君）   12 番の大下でございます。 
    町民憲章並びに町花、町木の設定等につきまして、町長に伺っていきたいと、この様に

存じます。 
    ひと まち 自然がきらめく 共生の郷 佐用、として平成 17 年 10 月１日に新佐用町

が発足し、その後、町章もでき、町名の「さ」をモチーフにして「両手を大きく広げた町

民」と「太陽に映える豊かな緑と清流」のイメージを重ね、将来像の「ひと まち 自然

がきらめく 共生の郷 佐用」を親しみ易く表現した立派な佐用町章ができあがりました。

残念ながら、今未だ、その町民の誇りである町花、町木も設定されていないことでありま

す。総合計画の中にもある基本理念をもとに、美しい自然の中にある、旧町ごとの町花、

町木は、どう、これから扱っていくのか、ましてや、「町民憲章」は町民２万 828 人、一

人ひとりの重要なおきてではないかと、私は思っております。早期に、これら町章、町木、

町花の設定をすべきではないかと、この様に思っております。町長に伺っていきたいと思

います。 
    まず１つは、町民憲章の制定であります。 
    ２つ目は、町花、町木の制定。これらにつきましては、美しい自然に恵まれた、歴史と

伝統のある故郷、佐用を愛する私たちは、より幸せな明日を願って、この様な、町民町木、
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町章等の憲章等の設定をやっていきたいと、私は、この様に思っております。 
    この場での質問を終わります。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 
 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 
 
町長（庵逧典章君）    それでは、大下議員からの町民憲章並びに、町花、町木の制定とい

うことについてのご意見をいただきました。ご質問にお答えさせていただきます。 
    この「町民憲章」とは、理想とする町の将来像を目指し、町民一人ひとりが幸せに暮ら

すために、地域社会の一員として果たすべき義務とその規範を示すとともに、全町民がそ

の決意を表明するものであるというふうに考えております。合併後 3 年を経過し、新聞報

道にもありますように、地方自治体の財政状況は非常に厳しく、本町におきましても同様

ではありますが、町民の皆さんや町議会のご協力をいただきながら、合併効果を最大限に

いかす行財政運営を展開する中で、本町の財政は、予断を許しませんが安定しつつあると

感じているところであります。 
    しかしながら、佐用町の行政課題に目を向けました時に、ご承知のとおり、合併時の「新

町まちづくり計画」におきまして、地方分権、少子高齢化、経済低成長下における地域活

性化への対応など、社会経済情勢の変化に伴う課題が、今また明確になってきたところで

ございます。これらを受け、平成 19 年 3 月に平成 19 年度から平成 28 年度までの「佐用

町総合計画」を策定し、基本構想の基本方針として、まちづくりの基本理念、基本姿勢を

示し、「人づくり・自然づくり・出会いづくり・豊かな心づくり・まちづくり」を基本目標

として、山積する諸課題を皆さんとともに、その解決と健全な行財政運営を目指し、懸命

に、今取り組んでいるところでございます。 
    そうした中、基本計画において、「きらめくまちの基盤づくり」の１つに、大きな取組み

の１つとして「住民参画による自立と協働のまちづくり」のための「まちづくり推進会議

とまちづくり協議会」の本格的な立ち上げがございますが、今、その「住民と協働のまち

づくりの基盤づくり」の真っ只中であります。これらの状況の進展を見つつ、「住民相互の

協働・住民と行政の協働のシステム」が構築をされ、町民の皆さんの思いが、１つの「町

民憲章」や「町花町木」へと、機運が高まっていくことを期待したいというふうに考えて

おりますので、制定には、今しばらくの時が必要かというふうに、私は、考えております。 
    今後、当然この町民憲章とか町木も制定をしなきゃいけないというふうに思っておりま

すので、１つの制定をするタイミング、時期としては、区切りの５周年でありますとか、

合併 10 周年、そういう１つの区切りの時に制定をし、町民、皆の思いを１つにして、で

きればというふうに思っておりますので、ご理解の程をよろしくお願いをいたします。 
    また、旧町毎の町花・町木でありました「花・木」でございますが、地域の「花・木」

として、今までどおり馴れ親しんでいただけるものと考えておりますので、それは、これ

までの町花･町木であった木を大事にしていただければというふうに思っております。 
    簡単でございますけれども、以上、この場での答弁とさせていただきます。 
 

〔大下君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    大下吉三郎君。 
 
12 番（大下吉三郎君）   ありがとうございます。いろいろと合併既に３年を迎える中で、町
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章等につきましては、いい町章ができあがりました。ただしながら町長も先ほどおっしゃ

っておりますように、それぞれ町民からの声また町長、19 年度から 28 年度までの総合計

画等々の中にも理念という１つの基本方針が出て来ておるわけですけれども、まあ、これ

らを１つの中心として、これから町の将来像というものを作り上げていくと。そういった

中に、やはり１人を、一人ひとりを大切にし、また自然とともに生きる町とか、協働で未

来を開く町とか、また新町まちづくり計画等々の中にも、１つのフローとして、いろいろ

な今後の町政の有り方等々が示されているわけであります。 
    まあ、ただしながら、まあ、そういった形、われわれ議会に携わっている者、町政に携

わっている者は、ある程度、そういった内容等々につきましても理解はできるわけでござ

います。まあ、ただしながら一般町民等々については、これらどの様になっておるのか、

各旧町毎では、それぞれ町花・町木、またそういった町民憲章が旧町等では、皆あっただ

ろうと思っております。われわれも、旧上月としても町章というものも、町民の前に掲げ

て、今日まで取り組んでき、またそれを町民は守って、１つの町としての将来像も見据え

ながら、一人ひとりが、そのことを守ってきたと思っております。ましてや、佐用町とし

て、既に３年いう１つの期限の中で、町長も先ほど、いろんな形の中で話しされておりま

すけれども、もうボツボツ、その様な気運が町民からも、私も聞いております。また自分

自身もそうだなと。３年目を迎えて、そういったものを作り上げるべきではないかな。行

政も３年目を迎えて落ち着きを求め、また３年という１つの区切りの中で、いろいろと町

政の健全育成に取り組んできておるし、これからも安定した佐用町ができあがるのではな

いかと、この様に思っておるわけです。まあ、そういった中で、１つの２万何がしの住民

が、１つの目的に向かって、考えに向かって取り組むという１つの方針、またそういった

憲章という１つの掟の中で住民が一同に向かっていける方向の目安、目的、目標というも

の表すべきではないかなと、この様に、私は考えて、この質問等々をさせてもらっている

わけです。 
    町長も、いろいろと考えておられるということは、よく分かりますけれども、まあ時期

が来たらということでありますけれども、私と思うのは、町長も、もう後１年という区切

りの中で、これらの締めくくりという意味でもですね、新しい、そういった憲章というも

のを作り上げるべきではないかなと。できれば、今年度中にぐらいには、そういう１つの

骨子ができうればいいかなと、こういうふうに私は考えるわけですけれども、町長に、再

度、そのあたりについてお伺いしていきたいと、この様に思います。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    まあ、町民憲章、まあ、町の１つの拠り所なる、そういう、その憲

章について、まあ、合併を全国いろいろと各市町が取り組んで来た中でですね、合併協議

の中で作られているところもあると思いますし、まあ、町花･町木なんかにおいても、そう

いう合併協議の中で制定をした中で、合併をしている所も確かにあります。 
    まあ、あの、しかし、どうしても合併をして、やはり町民皆が、そういう１つの思いに

ならなきゃいけないということで、合併をした中で、カラーがまあ、まちづくり、合併の

一番大事な取り組みです。そういう、やはり時間と取り組み、いろんな町民の活動という

ものを通して、そういう思いを１つにし、憲章をつくっていくという、そういう過程も大

事かなというふうに思うわけです。で、まあ、佐用町といたしましては、今まちづくりの

基本姿勢という形で、町民の皆さんとともに協働のまちづくりを進めていく。そして、住

民参加によるまちづくり推進会議ですね、そのまちづくり協議会を束ねたですね、まちづ

くり推進会議をもって、ここで、まず住民自治の自治基本条例ですね、そういうものをや
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っぱし、まず作っていくべきかなというふうに思っております。 
    で、そういう自治基本条例というものを基に、最終的に町民憲章というものが生まれて、

作っていく、制定をしていくべき形になるんかなというふうに思っておりまして、そうい

う何時、これを作らなきゃいけないというものでもないと思いますけども、やはり、確か

に佐用町という１つの町としてのですね、拠り所となるものを制定していくことは、今ご

指摘のように大事だと思っておりますし、ただ、それに対して、一部の、どうしても、こ

れを作ろうとすれば、全員参加と言っても、作り方はですね、まあ、いろいろと何人かの

委員さんとか、そういう方たちにお願いして作っていく形になってしまいますので、それ

を一方的に、これが作りましたから、これ守ってくださいという形だけでは本来の憲章に

ならないのかなと。住民自治という、その基本的なですね、取り組み、こういうものから

生れてくる。そういう１つの過程も非常に大事かなというふうに思っておりまして、まあ、

その取り組みを現在のまちづくりの中でね、進めていかなきゃいけないと、それが、１つ

の区切りとしてはですね、まあ、何とか、今３年というのも１つの区切りだとは思います。

ただ、最初の未だ３年というのは、まだまだ十分なですね、その、そういう取り組みが、

今できていない。まあ、やっと、少し安定してきて、これから本当に、本格的に、いろい

ろな課題に取り組むべき時を向かえたという時だと思うんですね。ですから、やはり私は、

５年とかね、それぐらな期間というのは、やっぱし、これいるんかなという感じはしてお

ります。まあ、後、町木とか町花にしてもですね、中々まあ、それを１つの物を、これが

シンボルだというようなね、町全体に、まあ１つあればですね、今現在ね、いいんですけ

ども、中々そういう町民皆が、それが、既に、日頃から慣れ親しんで町木なり町花にする

物という物も、中々直ぐにはないと思うんですよね。ですから、まあ、そういう物も、ま

あ今後の考え方、取り組みの中で、まあ生まれて来た、くればなというふうに思います。

まあ、町木っていうのは、町花なんていうのは、非常に難しいですよね。南光、旧南光町

なんかでも、町花は、桔梗ということになっているんですけれども、実際には、こう後々

のね、いろいろな取り組みの中で、町民的には、ひまわりが非常に大きく出て、ですから、

私らも合併の時まで、桔梗が南光の町花だというのも知らなかったですし、まあ、私とこ

の佐用町の中のユリを決めましたけども、ユリにしてもですね、中々鉄砲ユリというよう

な昔あったんですけれども、そういうユリもなくなってきてしまってですね、ですから、

あの、それを１つに決めてしまうというのも非常に難しいところもあったりします。そう

いうことを踏まえて、今のところ直ぐに、それを、こう早急に取り組んで決めていかなき

ゃいけないということではないというふうに、私は考えております。 
 

〔大下君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、大下吉三郎君。 
 
12 番（大下吉三郎君）   町長の考えというものについては、今、お聞きしているとおりであ

ります。 
    ただしながら、それぞれ 13 まちづくり自治会の方もですね、協議会も立ち上がった中

で、いろいろな、それぞれの校区によって、いろいろとまちづくりが、今進められており、

ある程度、まあできてない所も若干あろうかと思いますけれども、軌道に乗ってですね、

そういった村づくりがなされているというのは事実であります。 
    まあ、そうした中で、自治会なり、そういう村づくり、いろんなそういう協議会の中で、

この様な町民憲章とか、そういう花木と、町木というような格好の話はですね、町長とし

ては、未だ聞いておりませんか。そのあたりどうですか。 
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議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    あの、私直接的には、そういうご意見は、未だいただいておりませ

ん。はい。 
 

〔大下君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、大下吉三郎君。 
 
12 番（大下吉三郎君）   まあ、確かに、憲章というものについては、本当に何年か経つ中で、

きちっとしたものが決まっていく、また定められていく、また町民が、それに従っていけ

るという１つの大きな目標物であり、１つの、一人ひとりが守るべき、町民として守るべ

き姿のものであるということは、重々承知の上で、まあ、この様なことが、われわれが先

導してやっていくのか、また一人ひとりの町民からの声を受けてやっていくのか。いずれ

にしても、われわれ行政としては、そういった先導をしなければならないなと、この様に

私は思っております。まあ、町花、町木につきましてもですね、佐用は、ユリとイチョウ

とか、上月は、花菖蒲と木犀とか、南光は、桔梗と杉。三日月は、菊ともみじと、まあそ

れぞれ、まあ、それぞれの過去においては、それを愛着としてやってきましたけれども、

まあ１本の佐用町としてやる上に、佐用町としてやる上に、町長もおっしゃったように、

私自身も、どの様な町花、町木を選んだらいいのかなということも、今ふっと考えてきて

おるわけですけれども、これとした特色のないものが確かにあります。そういった中で、

この４町の物を、１町の、こういった物にまとめていくというのは、それぞれ過去の思惑

が、それぞれにあるんではないかなと思いながら、じゃあ、ここで決めるとなれば、何が

いいかなと。いうことも、本当に苦慮しているこころでありますけれども、いずれにしま

しても、この様な話は、もうそろそろ出して行く、また出す中で、１つの提案をし、また

いろいろな町民からの声を聞いていくという、今ここで種まきをすべきではないかな。こ

の様に、私は考えております。まあ、今後行政としても、町長としても、５年という今、

お話が出たんですけれども、５年は、少し私としては長すぎるのではないかなと。５年も

しなくても、こういった１つの目標、そういった物は、先掲げて行って、それに皆が寄り

添って行くということも必要ではないかなと、この様に思っております。そのあたりにつ

いて、町長は、これからやっていこうとしているわけでございますから、まあ、できるだ

け早期な内に、早い内に、この様な話をまとめつつ、また、ここで種まきをして、町民一

人ひとりの声を伺っていくということも、私は、非常に大切なことであると思っておりま

す。まあ、その様な観点から、私は、１つの、この町花・町木・憲章というものについて、

改めて、ここで種まきをさせていただき、これから早期に町長として、また行政として、

取り組んで行くという姿勢を今後まちづくり、またそういった総合計画の理念等も、きち

っと見極めながら、取り組んでいただきたいなと、この様に思っております。 
    丁度 12 時が来ましたし、あまり長く、半まであるんですけれども、あんまり、町長や

ってやろうということですから、これ以上追求はできません。したがって、そのことをよ

く理解していただき、これから取り組んでいただきたいなと、この様に思って、私の一般

質問を終わります。ありがとうございました。 
 
議長（西岡 正君）    はい、大下吉三郎君の発言は終わりました。 
    ここで昼食休憩に入りたいと思いますが、午後の再開を午後１時といたしますので、よ
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ろしくお願いをいたします。 
 

午前１１時５８分 休憩 
  午後０１時００分 再開 

 
議長（西岡 正君）    それでは、休憩を解き、会議を再開します。 
    休憩前に引き続き一般質問を行います。 
    続いて、15 番、石黒永剛君の質問を許可いたします。 
 

〔15 番 石黒永剛君 登壇〕 
 
15 番（石黒永剛君）    15 番、石黒です。今回の質問は、お手元に配布しておりますとお

り２点について質問をいたします。 
    通告書を朗読し、この場からの質問といたします。 
    平等であるべき医療が地域によって格差となり、更に医師不足が加わって地域医療の現

場は危機に瀕しつつあります。佐用町においても古くからの医療関係者の献身的な努力に

よって地域の医療の火が守られてまいりました。その恩恵に浴してきた、その医療関係者

の努力も限界にきていると、私は思っております。全国的な傾向としても、慢性疾患の患

者が安心して受けられる医療が望ましいと思います。通院患者の会話の中にも現状に対し

て、非常に強い不安の声があるように聞いております。 
    １番、この医師不足、医療問題は、単に地方自治体で解決できるものではありませんが、

地域医療の再生、医療格差について兵庫県当局の動向はどうなっておりましょう。 
    ２番、町内、医療現場の現状と町民の皆さんの声、また郡医師会からの要望は何か届い

ておりませんか。 
    ３番、地区医療の現状をみて、町当局として、何がどうできるのか。できることがあれ

ばお聞かせ願いたいと思います。 
    続いて２番になります。さよさよサービスについてです。平成 18 年 12 月試行、19 年

１月と言うておりましたが、実は２月というような指摘を受けております。実施してまい

りました、さよさよサービスも定着し、利用者からも好評を得ております。更に、より良

いものとするためにも問題点を把握する必要があると考えます。運行上、問題点とするよ

うなものがあれば、お聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 
議長（西岡 正君）    それでは、町長、答弁願います。 
 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 
 
町長（庵逧典章君）    それでは、石黒議員からのご質問にお答えさせていただきます。 
    医師不足と地域医療についてのお尋ねで、まず地域医療の再生及び医療格差についての

兵庫県当局の現在の動向についてありますが、産科・小児科・麻酔科の医師不足について

は、県が直接ドクターを雇用したうえで県下の公立病院へ配置する制度が設けられている

そうです。また有資格者を登録しておく「ドクターバンク事業」も採用されておりますが、

残念ながら県下の医師不足を補えるほどの効果には至っていない現状であります。 
    また、本年度から公立病院改革プランを医療圏域ごとに策定する作業に取り組むことも

聞いております。こうした中、特に佐用町に関連の深い西播磨・中播磨医療圏域における

救急医療の確保につきましては、医師不足から一時医療に対応できない医療機関も増えて
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おりまして、今後、救急搬送先に苦慮する事態も懸念する現状であります。 
    次に、佐用町の現状でありますが、議員のおっしゃるように郡医師会のご尽力に依りま

して、現状「在宅当番医制度」などが機能しております。また赤穂市民病院及び赤穂中央

病院や岡山県津山市の津山中央病院へ依存しております救急搬送の現状から、先に申し上

げました危機的状態が懸念される姫路市を中心とした西播磨・中播磨医療圏域への依存度

は、現時点では低い状況であります。ちなみに、平成 19 年度佐用町消防本部による救急

搬送先は、町内医療機関 563 人、町外 192 人となっております。そのうち姫路市へは 70
人、赤穂市へ 39 人、岡山県に 67 人などであります。また町民及び郡医師会からの要望と

いうことについてでありますが、医師会からは、いろいろな話の中で、現在の医師や看護

師のスタッフが、中々確保できない、そういうことで、非常に苦労しているというお話や、

また、経営的にも非常に厳しい状況の中で、今後この町内の医療水準を維持していく上に

は、公的な支援をお願いしていかなきゃやっていけなくなる時代が来るというようなこと

もお話として聞いております。 
    今後は、いろいろなまた機会の中で、種種医師会なり医師、そういう医療関係の皆さん

方から、お話を聞かせていただき、また町としても現状をしっかりと踏まえるために協議

を行ってまいりたいというふうに思っております。 
    次に、地域医療の現状を踏まえて町当局としての対応でありますが、町内 4 病院、8 医

院、1 診療所と 8 つの歯科及び歯科医院が存在する佐用町では、産科については町外の医

療機関に依存している状況ではありますが、現状においては、未だ他の地域と比べれば恵

まれた医療環境にあるというふうには認識しております。ただ、こうした全国規模の医師

不足や西播磨・中播磨圏域での危機的状況は、当町においても近い将来、最も懸念される

課題であります。今後とも郡医師会と連携を図りながら、地域医療水準の維持に努めてい

きたいというふうに思っているところであります。 
    次に、高齢者の皆さん方の外出支援サービス「さよさよサ－ビス」についての運行上の

問題点についてのお尋ねでありますが、この事業は、合併前に、それぞれの旧町ごとに行

われていた外出支援サービスを、新町として統一化するため議会におかれましても、議員

全員による特別委員会を組織していただいて、度重なる協議検討の結果、現在の制度を決

定していただきスタートしたものであります。昨年の 2 月の開始以来、約 1 年半が経過を

し、平成 19 年度決算において、初めて 1 年間のまとめができまして、決算説明資料にも

その内容を掲載させていただいておりますが、平成 19 年度中の利用者は１万 1,799 人で

あります。地区別の利用状況では、佐用地区と上月地区が約 2,500 人から 2,600 人となり、

合併以前から、同じ方式で運行されていた南光地区の利用者が 5,120 人、三日月地区が

1,470 人となっております。今回、この外出支援サービスについては、さよさよサービス

だけでなくて、旧佐用町で行っておりましたタクシー運賃助成も、若干の手直しを行い同

時にスタートをさせました。この地区別利用者は、佐用地区では 8,484 人、上月で 4,861
人、南光で 2,894 人、三日月で 2,277 人となり合計で１万 8,516 人となりました。 

    「さよさよサービス」及び「タクシー運賃助成」の両方を合わせますと 3 万人以上の皆

様にご利用をいただいておりますので、概ね必要として利用されている方において歓迎さ

れる制度としてですね、定着しつつあるのではないかというふうに思っております。 
    しかしながら、先に申し上げましたとおり旧町単位での利用者数に大きな特徴が表れて

おります。これは高齢者の皆さんの生活スタイルにも大きく作用されるもので、さよさよ

サービスの利用者が、圧倒的に多い南光地区でも地区別では徳久、中安地区の利用者が

2,000 人を越えるのに対しまして、三河地区では 694 人と極端に少なくなっております。 
    医療機関の状況、路線バスの状況、ＪＲ等の駅前に住まわれている方また佐用の中心街

のように普段あまり交通手段に不便を感じておられない地区など、様々な、それぞれの地
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域の状況があります。 
    全般的には、相当な経費をかけて実施をしております高齢者や障害者の皆さんに対する

福祉事業の一環でありますので、一人でも多くの方にご利用いただくように努めなければ

ならないと思っておりますので、今後とも制度の周知については、いろんな機会を通し説

明をさせていただきたいなというふうに思っております。 
    現時点における問題点の最も大きなものといたしましては、先ほど申し上げましたとお

り、地区別の利用者数の相違により、現在、町内を 2 分し、月、水、金の地域、火、木、

土の地域と分けておりますが、やはり南光地区を含む、火、木、土曜日利用者が多くて、

60 人以上の利用者で、その往復 120 回以上の利用となり、運転員の昼食時間も十分に確

保できないくらいの状況の時もあります。また、どうしても医療機関への通院が主となる

ために、午前中に利用者が集中する傾向がありますので、この件につきましては、予約時

において、買い物などは、できるだけ午後にまわっていただくようにお願いをしたりして、

調整をいたしているところでございます。 
    現在のところ、特別な運行上の問題点はもっておりませんが、特に交通事故防止には、

最大の注意を払い、運転員の研修などを実施し、安心して高齢者の方や障害者の皆さんに

利用していただける運行を目指してまいりたいと思います。また本年度、町では障害者や

高齢者の外出支援だけでなくて路線バス、小中学校のスクールバス、また鉄道を含む町全

体の「地域公共交通の有り方」を検討すべく、国土交通省の全額補助を受け「地域公共交

通総合連携計画」の策定準備を進めておりますので、ご意見を寄せていただき、この計画

が、将来にむかって有効な地域交通計画になるように、ひとつご協力とご理解を賜りたい

というふうに思っております。 
    よろしくお願いを申し上げます。以上、この場での答弁とさせていただきます。 
 

〔石黒君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、石黒永剛君。 
 
15 番（石黒永剛君）    はい、ありがとうございました。 
    昨日、佐用地区の戦没者慰霊祭に出席しました。まあ、13 年という時間を私は、参加す

るわけですけども、年々お年を取られている姿が印象に残っております。この人達は全て、

ほとんどの方が、何らかの疾患で病院に通っておられるのではないかなという思いをした

わけです。そして、また 19 年の日本医師会主催のシンポジウムにおいて、これから先の

生活において一番脅かされるものは何であるかというような問いに対して１位に年金。２

番に医療であると。医療崩壊が怖いんだということを現場の医師達が述べております。そ

ういったことを考えてみますと、先ほど、救急医療のことについて少しお話されておりま

した。救急医療については、これ８月の 12 日から神戸新聞が連載で５回ですか、地域医

療の再生というようなことで、西播磨の現場からというような報道をしておりました。ま

あ、赤穂の市民病院も少しお手上げの状況が来ているというようなことですけれども、私

は、今回あえて、常日頃自分の身に疾患をもっておられる方が、先生の異動で、先生が来

られなくなったというようなことで、非常に心配しておられると。救急医療の次の問題か

も分かりませんけれども、少し先を走っておりますけれども、私自身も薬が離せない状況

になりました。まあ、そういったことを考えてみますと、高齢化社会に入れば入るほど、

この今の今ということも去ることながら、毎日の、その自分の健康というものに関して注

意を払わなければならないと。そうなってくれば、信頼できる先生は、薬はなくても、メ

リケン粉でも、その患者は治るいうような信頼関係が、やはり医療の中にあってもいいん
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ではないかと、また、そういうことも多々あるように聞きます。何々先生に脈を診てもら

ったら治ったんだというような話も、おそらく皆さんの中にもあろうかと思います。そう

いった意味で、この質問を書かせていただきました。 
    で、まず医師不足を来たしている理由について、どの様なことかということになるわけ

なんですけども、少しい尋ねいたします。新臨床医制度について、どの様に把握されてま

すか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、答弁願います。はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    国の方の厚生省のですね、方針で、まあ医師の養成について研修制

度が非常に、今までの大学病院を中心としたですね、研修医制度から現場と言いますか、

臨床を重視した制度にし、また医師の非常に専門化をして来た中で、医師自体がですね、

全般的には、やっぱし総合医療の知識を持って、まあ、その医療に当たっていくというこ

とを目指した医療研修制度という形でスタートしたと、まあこのことが、まあ逆にですね、

現在の医師不足、地方における医師派遣というものが、中々されない。いろんな、まあ研

修がしやすい、いろんな医師として勉強ができやすい地域の医療機関に集中していったと

いうことで、まあ、現在の医師不足ということが非常に顕著化したということですね。こ

のことは、既に、それぞれ、いろいろと、もう既に言われておりますのでね、現状として

は、そういうことだということなんですけども。 
 
議長（西岡 正君）    はい。 
 
15 番（石黒永剛君）    どうもありがとうございました。 
 
議長（西岡 正君）    石黒永剛君。 
 
15 番（石黒永剛君）    まあ今、非常に不足している診療科目が産科と整形と小児科と、麻

酔科の話もされてましたけども、あの、どう言うんですか、中には４年で、この問題を解

消するというようなことも、こないだの医療フォーラムで出ておりましたね。しかし、ま

あ、少し楽観的ではないだろうかというような話も、私、このことについて、阪神間の事

務長さんとお話した中にあります。やはり、制度を改正して、４年間で元に戻るというよ

うなことは考えられないというような話をされておりました。案外、阪神間の整った医師、

病院、そして、その医療リスクが少ない。診療科目にとっては、やはり医者は十分にある

と。地方に出たがらないというような状況があるようです。そしてまた、どう言うんです

か、報酬面で、やはり地方の病院に出て行った場合には、単価が合わないというようなこ

とも、これは、こちらの現状からも聞いてますし、やはり、阪神間の方からも聞いてます。 
    今まで、この新臨床医制度ができるまでは、医局には医者がたくさんいたわけなんです

ね。それと、そのお医者さん自身が、先ほど町長述べられておられましたように、診療科

目が非常に専門化してきたいうことなんです。それから、何でも屋の医者がいなくなった

と。ですから骨折だと、少々の骨折であれば、今までであれば、内臓外科の先生でも対応

されていましたけれども、整形だというような形になってきているんだと。まあ、お医者

さん世界も変わってきたということもさることながら、やはり、その地方に出てくる派遣

ということになれば、ある程度、診療単価、診療単価じゃないです。あの、医師の報酬に

よって、かなりあるんではないかなという気持ちを、ひとつ持っております。 
    先ほど、町長が、県の話をされてました。そして兵庫県としては、緊急対策として、2000
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年度から若手医師を職員として採用して、指定病院の公立病院に勤務させるというような

記事が先般載っておりましたね。そして、その県の医療問題に関して、発せられている恩

恵は、この佐用町の方には何らかの恩恵がありますか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 
 
町長（庵逧典章君）    まあ、あの佐用町はね、ご存知のように公立病院を持っておりませ

んから、こういう県の、今、緊急的な、いろいろな対策については、直接受けれないとい

う状況です。まあ、間接的にはですね、佐用町の中での病院ではない、県立の病院なりに

ですね、まあ、医療、かかっているわけですから、そういう面では、まあ、公立病院に対

する当面の県の対策ということもね、まあ関係ないわけではないわけですけども、町内の

医療機関においては、まあ個人の、それぞれの医療機関の努力によって、今、何とか頑張

っていただいているということです。はい。 
 

〔石黒君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、石黒永剛君。 
 
15 番（石黒永剛君）    共立病院にあたっては、昭和 29 年だったと思うんです。先代のあ

れが建てられたのは。それから、２、３年遅れて藤綱病院やったと思うんです。それから、

今日まで町は楽したと言われても仕方がないというようなことを町長は、先の医療シンポ

ジウムでも述べられておりましたけれども、どうでしょう、いろんな所で、佐用町の財政

について、少し安心的な楽観的な、楽観というよりも希望の持てるような数値を出されて

おりますね。決算数値についても、そういうことから考えれば、ここで少し、やはり、そ

ういう、その病院に対して、何らかの支援という様なものについて、考えてはおられませ

んか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    地域の、この医療というのは、地域の皆さんに、私達の生活にとっ

てですね、もう本当に、全く最後の、一番まあ、心配な、また安心を得るためにはですね、

この最後は病院、お医者さんにかからなきゃいけない。頼らなきゃいけないという大事な

問題です。そういうことで、これまで長年にですね、佐用町としても、その佐用郡として

もね、公立病院は持たなかったですけども、その地域医療の水準、維持を確保、維持をし

ていくためにですね、それぞれ当時の先生方、医師会とも協力してですね、そういう地域

医療の充実、発展ということについては、努力をされて来ております。まあ、昔の各個人

的な医院からですね、高度な医療機器を備えた総合病院、総合的な病院をつくっていかな

きゃいけないと。時代に合わせて、そういう中から、共立病院という形で、先生方が一緒

になってですね、新しい病院を作られました。当時、これは昭和 39 年ぐらいから作られ

て、40 年ぐらいでしたかね、のことだと思うんですけれども、まあ、その当時も、当然、

行政としても、その建設計画に当たってですね、かなりの支援をしておりますし、藤綱、

今は中央病院、藤綱病院が、また総合病院化される段階においてもね、新しいリハビリセ

ンターとか、そういう物をつくられる中でですね、行政としても支援をしてきていると。

そういう歴史は当然持っております。ですから、これ、公立病院じゃなくってもですね、

病院というのは、公共的なものであるという認識は、やっぱし持っていかなきゃいけない
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というふうに思っておりますのでね、まあ、現在のところ、それぞれの病院の、それぞれ

のまあ、病院で努力をして、この様子の水準の確保、高度な医療を提供していただいてお

りますけど、今後、それがね、中々維持できないという状況が生まれてくれば、これに対

して、やっぱし行政としても、やっぱり公的な大事な施設として、（聴取不能）は検討して

いかなきゃいけないと。 
    だから、具体的に今ね、財政的にどうしますということではなくって、どういうことが

必要なのかということを、これは、皆さんと相談したり協議した上でのことではないかと

思っておりますけども。はい。 
 
議長（西岡 正君）    はい、よろしいですか。 
 

〔石黒君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、石黒永剛君。 
 
15 番（石黒永剛君）    あの、かつて、前の佐用町は、旧佐用町は、この議会においても、

病院対策特別委員会というようなん設置した経緯があります。そういう流れの中で、今日

あるわけなんですけれども、スタッフの不足、経済的に苦しいと。公的支援というような

ことも出て来たというようなこと。そして、私自身が、今日、これを席に立ってお願いし

て、話していることは、今、直ぐにどうしなければならないと言うよりも、かもしれない

時の、こうして欲しい、その構えが必要だというような立場でお話を、質問していること

を、まずお話しておきたいと思います。まあ、人間、一生生まれた所で、生命を終わりた

いというのが、一番幸せなことだと思います。ここで昨日９月 21 日、朝日新聞の、これ

全国版に出ておりました。智頭の町長は、ご存知やと思います。中には、この記事を読ま

れた方もあると思います。十分ではないんですけども、ちょっと不謹慎な言葉になるんか

なと思ったんですけれども、記事をそのままご披露したいと思います。 
    智頭町はね、町長は、町には公立病院がない、産科がない。鳥取市で皆お産をしている

んだと。何とか産科医を呼んで、この町を子づくりの町として情報発信をしたいというよ

うな気構えを述べておられました。ここは、合併せずに頑張っておられている所ですけれ

ども。そういった町長さんの姿勢というものもご披露させていただきたいと思います。 
    先ほど、敏森議員の一般質問の中にもありましたけれども、やはり、思いがあればリー

ダーの決断で物事がなっていくと、私もそうではないかと思います。まあ、ひとつよろし

くお願いいたします。 
    続いて、さよさよサービス。これは、まず確認いたしたいと思います。このサービスは、

平成 18 年 12 月試運行で 19 年の本運転と。車輌５台で行っておると。運転手は、当初 10
人で現在９人だと。19 年に１人退職したと。乗車券は１冊 3,000 円。10 枚綴りでという

ようなこと。そして、運転日は月水金。これは先ほど、町長述べておられました。割愛し

ます。火木土。で、まあ、乗車までの乗り降りについては会員登録方式、というようなこ

とになってますけども、10 人が９人になって補充する必要はないんですか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、お答えください。 
 

〔福祉課長 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、福祉課長。 
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福祉課長（内山導男君）  ご指摘のように当初 10 人の運転員を確保いたしておりました。そ

の後、1 名の方が体調を崩されて退職という形で現在進めておりますが、今のところ９名

であります。で、それにつきましては、その９名の運転員が、順次変わり合ってというこ

とで、先ほど町長が答弁いたしましたように、まだまだ、その曜日によって、利用の実態

が大きくと言うんか差があります。ですから、確実に５台の車を全数を走らせる日につい

ては、運転員が半数になる５名を必ず出勤させて、そして、未だ、若干利用者に余裕のあ

る佐用地区の月水金については、時には４名になったり、それから予約が多ければ、その

組みから違う組から回っていただいて、５名と、５台運行するという形で、柔軟な対応を

とらせていただいておりますので、今のところ早急に必ず１名を増員してというのではな

く、何とか今の現状で、当然、利用者数が、これから増えていくと思いますので、その増

えた段階では、当然、元へ返す必要があろうかと思うんですが、現状では何とか運行でき

ているという状況であります。 
 

〔石黒君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、石黒永剛君。 
 
15 番（石黒永剛君）    先ほど、こと細かく利用者数のお話をお聞きしました。毎便ごとの

乗車率なんかを出しておられますか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、福祉課長。 
 
福祉課長（内山導男君）  毎日、それぞれの日報、業務日報を取りまとめておりますので、必

ず今日何号車で、どの運転員が何名運んだという記録は、１年間これ、国交省の方へも報

告義務ありますので、全部まとめております。 
 

〔石黒君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、石黒永剛君。 
 
15 番（石黒永剛君）    町民の皆さんが、仕組みが複雑だから、ちょっと分かりにくいとい

うような声も聞いておるんですけれども、こういった声は届いておりませんか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、福祉課長。 
 
福祉課長（内山導男君）  いろんな声をお聞きするわけなんですが、これも先ほど、町長が答

弁の中で申し上げましたように、今一番安定しているのが、この制度を以前から３年間、

合併前に３年間やっておりました南光地区の関係になろうかと思うんですが、19 年度の数

値で申し上げましても、南光地区ではですね、19 年の４月、２月から初めて２ヵ月後なん

ですが、4 月の月間利用者が 421 人。それから 19 年度の年度末、ですから今年の３月の

利用者が 428 人。ほぼ横ばいであります。それに比べまして、新しくと言うんですか、こ

ういう制度を導入しました旧佐用町の佐用地区では、４月の利用者数が 164 名でありまし

た。それがこの３月では、283 名まで増加してくれます。まあ、徐序に利用者数が増えて

いるという現状でありまして、特にまあ、高齢者の皆さん方が、やはり電話での予約が分



 38

かりにくいというふうにおっしゃる意見が強いと思うんですが、これにつきましては、広

くなった全町を半分に分けて、で、まして５台の車で運行しますので、どうしても時間の

時間割と言うんですか、集中的に、その地区の皆さん方をまとめる必要がありますので、

非常にまあ、煩雑、電話でご予約いただくという煩雑な手間が生じてくるんですが、それ

によって、きちっとした運行計画を立ててですね、まして、３時以降に、３時で締め切り

さしていただいて、3 時以降に再度ご予約いただいた皆さん方については、何時何分頃に

お宅までむかえに行きますという電話連絡を申し上げてしておりますので、その辺の取り

扱いが、通常のタクシーのように、直ぐ電話して、直ぐ来ていただくという制度ではあり

ませんので、その辺が、分かりにくいというふうにおっしゃるんかなというふうに理解し

てます。 
 

〔石黒君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、石黒永剛君。 
 
15 番（石黒永剛君）    はい、あの、電話連絡のことも、ちょっと私お聞きしてますけど、

お答えになりましたから、述べずにおきたいと思います。 
    課長、この運行をしている、さよさよサービスのバスに試乗されたことありますか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、福祉課長。 
 
福祉課長（内山導男君）  あの、実際の試乗はいたしておりません。その、お客さんと一緒に

ということですね。それは、利用しておりません。 
 

〔石黒君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、石黒永剛君。 
 
15 番（石黒永剛君）    これは、お願いしてきたと思うんですけれども、やはり、その利用

者の目線で見た運行というものが、より良いサービスになると思うんです。 
    で、まあ、私の方に、たくさんと言うより、他にも、いろんな話が入ってますけれども、

後まあ、吉井議員が、この問題されますので、終わりますけども、佐用町の今、広報の手

段というのは、かつてから見れば、非常に格段の差が出てます。テレビあり、それから防

災無線あり、そしてまた広報あり。中には、社協の会報でさえ、このことについては、皆

さんに伝える手段の１つとして使えると思うんですよ。あらゆる機会に、やはり、このし

っかりと、いい施策なので、定着するようにＰＲしていただきたい。そして、再度お願い

しますけど、利用者の目線で、この問題を自立させていただきたい。お願いいたしまして

終わらせていただきます。ありがとうございました。 
 
議長（西岡 正君）    石黒永剛君の発言は終わりました。 
    続きまして、６番、金谷英志君の質問を許可いたします。 
 

〔６番 金谷英志君 登壇〕 
 
６番（金谷英志君）    日本共産党の金谷英志でございます。私は、3 点。 
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    まず 1 点目に消防の広域化で町民を守れるかお伺いします。 
    政府は、消防組織法を平成 18 年６月 14 日に改定しました。この改定によって、新たに

第４章「市町村の消防の広域化」を設け消防の広域化を進めることを規定しました。 
    消防の広域化を行うために消防庁は「消防広域化基本指針」を定めています。この指針

には、自主的な市町村の消防の広域化に関する基本的な事項等が定められており、その中

で、消防本部の規模が大きいほど災害への対応能力が強化され、組織管理及び財産管理等

の観点から望ましいとし、管轄人口の観点から言えば、概ね 30 万人以上の規模を目標と

して、平成 19 年度に、年度中に都道府県が推進計画を策定し、策定後５年以内、平成 24
年までをめどに広域化を実現することとしています。 

    消防の広域化で町民の生命･身体･財産を守れるのか。町長の見解を伺います。 
    この消防の広域化に関する消防組織法改定に対して、衆議院及び参議院から「市町村の

自主性を損なわないようにすること」と「現職の消防職員等に情報を開示し、その意見の

反映が図られるように指導すること」等の付帯決議がなされています。 
    県の推進計画に対して、どう本町の自主性を発揮するのか。 
    「情報の開示」と「意見の反映」はどう図るのか。 
    次、２点目に、自然エネルギーへの取り組みについてお伺いします。 
    風力、太陽光、バイオマス、小水力と言った自然エネルギーは、小規模で分散型の取り

組みは可能なため、町レベルでも重要な温暖化対策の１つになっています。 
    太陽光発電では、市民共同発電所が昨年９月時点で全国で約 180 基設置されています。

風力発電では、自治体自身による山形県旧立川町・現庄内町の取り組みや岩手県葛巻町の

風力発電導入とともに、畜産・木質バイオマス推進による 07 年度時点でエネルギー自給

率は 78 パーセント、電力自給率は 185 パーセントに至る取り組みがあります。また高知

県梼原町では、一般家庭向けの太陽光発電設備設置に対して補助金制度を実施しており、

太陽光発電の設置率が町内全世帯の約５パーセントと、全国的にも高い成果を上げていま

す。 
    小水力発電では、農業用水を利用した栃木県那須野ヶ原土地改良区連合などが取り組ん

でいます。 
    今年３月議会で町長は、「具体的にできるものがあれば、考える」と回答されていますが、

町としてエネルギー政策を政策課題として明確に位置付け、計画等の政策枠組みや担当部

署、職員等の体制の整備を、まず行うべきではないか。 
    3 点目に、幹線生活道路整備推進について伺います。 
    県では、平成 15 年から「西播磨くらしの道」整備事業を計画してきました。この「く

らしの道」整備の必要性として、「西播磨地域の中山間地域における一般県道は、地理的条

件から建設コスト高、交通量が少なく費用対効果の問題などから、未だに多くの未改良区

間が残されている。しかし、一般県道は、地域の生活道路として重要な位置を占め、安心

の確保、シビルミニマムとしての道路整備が求められている。そこで、地域の実情に応じ

たローカルルールにより、日常の暮らしを支える生活道路として整備する」としています。 
    また、合併協定の「新町まちづくり計画」では「地域の幹線道路網の整備」の項で主な

県事業として一般県道、上福原佐用線、上三河平福線等があげられています。 
    「くらしの道」は、本町では、９路線の計画です。10 年計画の半分を過ぎており、確実

な計画の推進を県に求めていくべきではないか。 
    新町まちづくり計画に掲げた県道整備も約束を果たすべきではないか。町長の見解をお

尋ねします。 
 
議長（西岡 正君）    それでは、答弁願います。町長、はい。 
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〔町長 庵逧典章君 登壇〕 

 
町長（庵逧典章君）    それでは、金谷議員からのご質問にお答えさせていただきます。 
    まず、消防の広域化で生命・身体・財産は守れるのかとのご質問でありますが、消防広

域化の本来の目的は、災害や事故の多様化及び大規模化、都市構造の複雑化、住民ニーズ

の多様化等の消防を取り巻く環境の変化に的確に対応し、今後とも住民の生命・身体及び

財産を守るという消防の責務を全うするために、消防力の強化による住民サービスの向上

や消防に関する行財政運営の効率化と基盤の強化を推進することにあると思います。そう

いうことで、当然広域化にすることによりまして、消防力が低下することがあってはなら

ないわけであります。また、本年自治体消防制度が 60 周年を迎えたところでありますけ

れども、消防の精神は広域化によって変わるものではなくて、市町村が消防防災の第一義

的な責任と権限を持つという自治体消防の原則が確認されており、国会の付帯決議に反映

されたところであります。さて、新聞報道によりすでにご承知の事と思いますけれども、

9 月 1 日現在、全国の 35 都道府県で消防広域化推進計画が策定されておりまして、広域化

に向けた運営計画の検討がなされております。 
    兵庫県は、消防広域化については県主導でなく市町の自主性を損なわないように進める

との配慮から、ようやく本年 7 月 14 日付けで兵庫県消防広域化検討委員会の室崎委員長

名で広域化の組み合わせ素案が示されたところであります。この素案は、現在の兵庫県内

30 の消防本部を 11 消防本部にまとめるというものでありまして、北播磨 5 市 1 町、これ

は、西脇、三木、小野、加西、加東市、多可町はであります。この北播磨５市１町は、消

防本部統合に向けた協議を進めることに合意したというふうに新聞報道がされております。

佐用町は、相生市、赤穂市、たつの市、宍粟市、上郡町、太子町とともに西播磨区域で 1
つの消防本部体制を構築するというものであります。この場合の管轄人口は、28 万 4,000
人余り、面積は 1,567 平方キロという広大なものとなります。県下 2 番目の広さを管轄す

ることになるわけであります。 
    佐用町としてこの素案について、次の 3 点について検討をいたしました。 
    1 点目は、迅速で効果的な出動による住民サービスの向上について。 
    また、2 点目につきましては、人員配置の効率化による現場体制の充実・高度化につい

て。 
    3 点目は、財政・組織面での消防体制の基盤の強化についての 3 点から検討いたしまし

た結果、西播磨 1 消防本部案では、小規模本部の集まりとなり、管轄区域が拡大され、今

後、発生する課題の解決にはつながらないのではないかという回答を提出したところであ

ります。 
    しかしながら、平成 27 年度までに整備が必要とされる消防無線デジタル化の対応、各

種施設整備及び組織管理の課題とあわせて消防力の充実強化は、今後、佐用町においても

避けて通れないものであります。地域の消防ニーズの向上を図ることが基本目的であるこ

とを再認識をして、それぞれの課題を整理しながら慎重に議論を深め、広域化のメッリト

をあるものにしていく必要があるというふうに考えております。その過程においては、当

然の事ながら議員の皆様はじめ、消防関係者や住民の皆さんの意見を求めていくというふ

うに考えております。次に、全国各地でゲリラ的集中豪雨が相次いで、8 月 29 日には愛知

県岡崎市で時間雨量が 146 ミリを超える猛烈な雨が降って、甚大な被害が発生しておりま

す。7 月 28 日には、神戸市灘区の都賀川で、上流域の豪雨によりまして急激に増水して、

学童保育で訪れていた幼児が流され、亡くなるという悲惨な事故も発生をしております。

こうした気象現象、異常気象現象が、世界的にも発生し、規模で発生し、気象災害が多発
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しているという現状を踏まえて、危機感を持って、今地球規模での地球温暖化対策という

ことが求められている状況であります。 
    そして、今その中で、私たちができることは、温暖化の原因とされる二酸化炭素、ＣＯ2

の発生を抑制することが、まず大切であると考えておりまして、町においては、その１つ

の取り組みとして、今年 6 月から町内大型店舗の、それぞれの店舗のご協力を得て、レジ

袋を廃止し買い物袋の持参運動も展開をしています。 
    議員ご質問の自然エネルギーへの取り組みでございますけれども、エネルギーの有効利

用、資源リサイクル、環境問題の発信等、良好な環境の維持と地域の持続的発展を目指し

た循環型社会を構築するために、現在、まちづくり課と住民課において、エコハウスや兵

庫県環境担当部局のご指導を得まして、佐用町に適した循環型社会の取り組みについての

検討中であります。豊かな自然を後世に残していくための「環境」への関心を高めて、生

活の中で実践していく事をめざして、今後、先進地の調査などを行って、研究を深めてい

きたいというふうに考えております。 
    次に、「くらしの道」事業についてのお尋ねでございますけれども、本事業は、中山間地

域の生活道路としての一般県道を平成 15 年度より、以後 10 年間ですれ違い困難・危険カ

所等の解消を図る目的でスタートをし、本町においては平成 19 年度末までの過去 5 年間

において 9 路線、49 箇所、整備延長約 4,700ｍ、事業費約 6 億の取り組みをいただいてお

ります。当初計画から言えば、当然残事業があるわけでありますが、危機的な県財政対策

としての新行革プランの中で、従来の「くらしの道」事業特別予算措置枠が現段階では不

透明となっておりまして、今後の事業推進にあたりまして、事業費縮減のあおりを受けた

通常の県単独事業対応となる見込みであり、でございます。非常に厳しい状況ではござい

ますが、その整備手法の機動性、自然環境の保全、整備コストの縮減、自然環境並びに生

活環境の保全という観点から、この「くらしの道事業」は優れた事業と理解をしておりま

すので、残事業カ所の早期事業着手をいただきますよう引き続いて県に強く要望していき

たいというふうに考えております。 
    次に、新町まちづくり計画に掲げた県道整備についてのご質問でございますが、国道 2

路線及び一般県道上福原佐用線と上三河平福線並びに「くらしの道」緊急整備事業が特記

されております。 
    「くらしの道」事業については先ほどの述べさせていただいたところでありますが、次

に、国道等につきまして、国道 179 号においては、事業着手済みの三日月駅前周辺の自転

車歩行者道の設置事業、事業採択を目指しております徳久バイパスの事業また事業採択済

みの佐用坂歩道設置事業など、また国道 373 号では円光寺バイパス事業の最終段階に入っ

ております。また中上月における踏切改良と歩道設置事業に関する測量業務、平福、延吉

地区の歩道設置事業の推進をはじめとして、災害防除事業、橋梁補修事業に向けた調査測

量事業並びに通常の維持補修等々、県としての県事業として鋭意取り組んでいただいてい

るところであります。 
    一般県道上福原佐用線は合併支援道路の位置づけで、整備計画に記されており、また町

の支援策としての地域調査事業も組み入れながら早期事業着手を目指しております。また

一般県道上三河平福線におきましても合併支援道路の位置づけで、3 工区それぞれ県単独

事業、公共事業等々の支援を受けて歩道設置事業、拡幅事業また待避所設置事業等の事業

に取り組んでいただいておるところでございます。 
    いずれにしましても、県の厳しい財政状況下での投資事業で、投資的な事業でして、今

後、思うようには進捗しない側面もありますが、先日も、直接、要望等、県知事にもお願

いをいたしましたし、今月下旬に再度お会いする機会もあります。それぞれ要望を重ねて

来まして、まず県としても約束どおり、また計画どおりですね、この事業の推進に当たっ
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ていただきますように、努力をしていきたいというふうに思っております。 
    以上、この場での答弁とさせていただきます。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、金谷英志君。 
 
６番（金谷英志君）    まず、消防の広域化についてですけれど、まあ、町長の今の答弁で

は、指針、素案は出たけれども、小規模の消防署の集合体であると。あまり広域化のメリ

ットはないようにいうことなんです。これ、まあ検討するいうことですけれども、その消

防の広域化についてね、その素案の中でも住民サービスの向上で消防力が向上するとある

んですけれども、１つの、その消防職員が充実されるとあるんですけれども、素案の中で、

職員の充足率、兵庫県で消防本部全体では、67.8 パーセント。全国平均で、76.0 パーセン

トの職員の職員の充足率ですけれども、佐用町の職員の充足率はいくらでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、消防長。 
 
消防長（加藤隆久君）   佐用町でですね、53 パーセントでございます。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    金谷英志君。 
 
６番（金谷英志君）    今でさえね、職員が 53 パーセント、広域化になったら全体として

は、職員が例としてはね、30 万人の広域化した所があるんですけれども、名古屋市ですけ

れども、名古屋市では、消防力、人口 30 万人、例があるんですけれども、基準では、そ

の名古屋市では、４台の消防自動車の保有が必要だった。けれども、１台不足の３台の消

防車を保有している近隣の６自治体が広域化により新たな消防本部を結成した途端に、30
万人以下の消防本部となったために、14 台の消防自動車で基準を満たすと。全体では、今

まで 14 台。14 台あったものが、14 台で基準を満たすことですから、６台で足りてます。

逆に７台、その消防の自動車がね、減らされる、基準は、広域化したことによって満たさ

れて、結局は、その本部には、その全体の基準としてあった数があるんですけれども、こ

れを見たら、結局、広域化によって、佐用町の、旧で言うたらね、その佐用町の消防署の

台数なんかは減ってくるということは考えられると思うんですけども、いかがでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、消防長。 
 
消防長（加藤隆久君）   今のご質問ですけども、私とこにある消防車両ですね、最低当然必

要である車両は今あるわけでございます。最低の台数はね、だから、当然、それはですね、

減るということは、私は考えられないというふうには思っています。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、金谷英志君。 
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６番（金谷英志君）    基準を満たす以上に、やっぱり 30 万人の基準があって、その中で、

消防自動車なんかも確保しなさいという基準ですから、それ以上に、また、結局ほんなら、

その広域化してもね、広域化の大きな目的としては、財政的に、どんどん減らしていくと

いうことですから、それでしたら、あまり目的に、そのお金を減らすということにはね、

なっていない。もっと充実するとなれば、その基準以上のものを、やっぱり佐用町でも確

保できるということになってくるんでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    現在、その１つの基準という中で、どことも非常に厳しい財政状況

ですから、その全てね、充足したものではできてないと。ただ、これは今後、じゃあ、今

佐用町 53 パーセント今、消防長が言いましたけれども、まあ人員をですね、今の倍近く

にまでしてね、それだけの財政、毎年大きなお金を掛けれるかと。維持できていけるかと

いうことになると、それは、もう難しいと思うんですよ。ですから、それは、広域化によ

って、私は、そういういろんな事態の場合にですね、それぞれ広く応援体制が、何と言い

ますか、広範囲の中での要員の確保ということも、ひとつ広域化の中で考えていかなきゃ

いけないというふうに思っております。ただ、今、県がやっぱり、ようやくですね、広域

案を出されて、その中での各消防署本部のですね、話しの中を聞いてますとね、逆に、ま

あ、１つの基準に合わせていく。例えば、今回、姫路市が入ってないんですけれども、今

のような、たつの市にしても揖龍ですね、相生にしても、赤穂にしても、それと中核的に

なるような大規模、規模のある消防本部ではないと。まあ、それが、一緒になってもです

ね、中々１つにまとめていく、この力というのがないんではないかと。で、やはり、姫路

市というね、いろんな防災面だけではなくって、全て行政面での、この西播磨の、この西

播磨の中核的な都市と一体的にやっていかなきゃいけないんじゃないかというようなこと

を、私は、考えているわけですけれども、しかし、そういう中で、話を聞きますとね、非

常に今の現在の各消防、私とこの佐用だけでなくって、消防本部を車両にしてもですね、

人員にしても、今よりかずっと増やしいかなきゃいけないんだというようなことを、今、

話が出ておりますね。それは、今の現状の中でね、広域化をして、その機能強化ができる、

することが、何も悪いことじゃないし、できればいいんですけども、そんなに人員を大幅

に増やしたりですね、車両機材を増やしてですね、財政的に今以上の、かなり増えた、増

やした財政をね、この中で、こういう、いくら、生命財産を守るという、１つの大きな命

題があったとしてもですね、それを、実際に可能にしていけるのか、維持していけるのか

ということがあります。ですから、私も、この消防の広域化についてね、そういう具体的

な話になって来た時に、そういう問題が生まれてくると、この点については、今後、それ

ぞれ、今の実際、どこも一緒で、そんな体力的に、もたないではないかということになれ

ばね、難しいんで、十分に、これは協議を研究していかなきゃいけないなと思っておりま

す。 
    ただ、私が、まあ、私も、この消防本部の広域化ということは、かなり以前から西播磨

の市町長会等の中で、提案をさせていただいたり、話をして来たところなんですね。やっ

と、こういう問題、具体的に出てきたんですけれども、その１つの大きな要因は、これは、

その火災とかいう、その消防の問題ではなくってですね、救急医療ですね、中での救急搬

送ですね、この問題について、特に医療圏等考えた時に、広域的な消防体制の、救急体制

の中でね、的確に、その住民が安心して必要な医療が受けれるような、そういう体制がつ

くらなきゃいけないだろうと。そのことが、一番大きな、私は、住民にとっては、まず第

一番に大きなメリットではないかなと、そういう思いで話をして来たところです。 
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    ですから、まあ、医療圏なり、今後の医療体制。地域のですね、このことも踏まえた中

で、この広域化ということも検討していかなきゃいけないんだというふうには考えており

ます。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、金谷英志君。 
 
６番（金谷英志君）    そうでしょうね、その消防は火災だけではなしに、町長言われるよ

うに、救急もあるんですけれども、その１つの消防本部となった、広域化になった場合に、

そのどういうことが懸念されるかと言うたら、職員はね、地方公共団体となったら事務や

新たな消防の所掌事務となって、消防事務がかえって増加すると。その事務的なことが増

加して、肝心の、その警防職員なり、消防職員の方が、そっちに事務が移ることによって、

そっちに人員が割かれてしまうと。ですから、かえって、消防や警防職員については、む

しろ減るんじゃないかという懸念があるんですけれども、その点は、消防長いかがですか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、お答えください。消防長。 
 
消防長（加藤隆久君）   当然ですね、そういう事務は増えて来ると思います。しかしですね、

今現在でも、その事務をやっている職員がですね、１つになりますと、例えばですね、私

とこで、２人職員が携わっていると、他の本部でも、2 人、３人が携わっておると、それ

全部がですね、総合した全員が、それに事務に携わらんなんかいうたら、そうではないと

思うんですね、だから、それで、例えば 10 人ほど、それに各本部合計すると 10 人携わる

ようになると。しかし、１つの本部になると６人で済むということになれば、４人が警防

に回せますね。私は、そういうふうな計算になるというふうに感じております。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    金谷議員。 
 
６番（金谷英志君）    そういうふうに、今ある職員が確保された中で、そういうふうにな

るんでしたら、その事務的な職員であろうが、警防職員であろうが、消防職員であろうが、

変わらないんですけれども、広域化することによって、全体の職員が減らされると思うん

ですよ。その全体に、今さっき町長が言われたように、小さな消防署が合併しただけでし

たら、その人数も、そのまま確保できるんでしょうけれどもね、広域化することによって、

全体の職員が減らされると、それは、もう基準があるんですから、それによって交付税な

んかも決まってくるということですから、全体的な国のお金の方からも、職員が減らされ

るという、広域化によってね、その中でのやりくり、職員の、そのやりくりいうことにな

ったら、やっぱり、事務の方に割かれてくると思うんですけど、全体の今ある職員が確保

された上ででしたら、今の消防長の言われることも分かるんですけれども、そういうふう

にはならんのんでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、消防長。 
 
消防長（加藤隆久君）   はい、現在、あの国の方が言っておるんはですね、現在の署々です
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ね、消防本部、署の数、それから職員は減らさないで広域化をするというふうに説明は受

けておりますけども。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、金谷英志君。 
 
６番（金谷英志君）    そういうふうになるんでしたらいいけどね、実際に、その広域化の

１つの大きな目的は、その市町村の合併もありましたけども、全体、その市町の、その交

付税から来る、お金を減らしていくということは、大きな国の目的があって、広域化せい

ということでしたら、その佐用町なりが自主的に考えて、これだけ、１つの、いろいろメ

リットなんかも総務省の方ではあげてくるんですけれども、それが積み上げられていって、

そういうふうな広域化ということではなしに、その大きな目的は、その財源を減らしてい

くということが、根本にあると思うんですけど、これは、これからのことですから、その、

そういうことを、私は踏まえてということもあるんですけれども。 
    それからですね、人員のことで、広域化、いろんなことであって、職員がいろんな所に

ローテーションして、そのメリットとしてはね、適切な人事ローテーションにより組織の

活性化ができると、そういう素案の中でも、メリットとしては、ここに挙げられているん

ですけれども、そのローテーションはあっても、実際、消防署の職員がね、火事の現場と

か、救急で行く時にね、よく分からないなりに行くことが出て来るんじゃないかと思うん

ですけどね、熟知していない地域に勤務することになると消防活動に支障は来たさないか。

こういうことも挙げているんですけど、いかがでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、消防長。 
 
消防長（加藤隆久君）   当然ですね、人事ローテーションによりましてですね、地理の分か

らないような職員が増えるものではないかという、今ご心配だと思うんですけれども、全

ての職員がね、変わるということは、まず考えられないと私は思うんです。だから、当然、

緩やかなですね、人事異動によって、当然、どう言うんですか、必要な共通認識で、広域

化される。まあ、どう言うんですかね、地域に馴染めるというふうに私は思っているんで

すけれども。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、金谷英志君。 
 
６番（金谷英志君）    これは、先のことですから、こういうふうに予測されるとかいうこ

とになりますからね、その見解が、ちょっと違って来るかと思うんですけれども、もう１

つがね、その職員の職務の高度化と専門化が図れると、こういうふうに素案の中でも、こ

ういうメリットあるから広域化しましょうということなんですけれども、今実際ね、消防

学校、まあ、そのがありますはね。その県に１つはあると。その消防学校で、専門的な知

識なりを勉強なりするんだというようなことですけれども、今実際、佐用の消防職員に消

防学校に行って、専門的な、どう言うかね、技量を高めるとか、そういうことを、職員の

割合としては、どうなんです。全部の職員が消防学校に行って、ずっとそういう専門的な

レベルを維持する、そういう研修になっているんでしょうか。 
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議長（西岡 正君）    はい、消防長。 
 
消防長（加藤隆久君）   消防学校ではですね、いろいろ専科がございます。救急救命士の専

科もございますし、火災原因調査それから警防、救助、そういういろいろですね、専科が

ございまして、まあ、あの私とこの事情もございまして、全てですね、研修行かすという

わけにはいかないんですけれども。人数の関係で。できるだけですね、職員も、そういう

学校に行ってですね、高度な技術を身につけるということでですね、予算の許す範囲、ま

た、人為的な許す範囲でですね、行かしていただいているというのが現状でございます。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、金谷英志君。 
 
６番（金谷英志君）    実際に、あの現実ではね、現実の消防学校では、施設と教官の不足

ということが言われてて、実際、今でも、全部、教官、まあ施設があって、教える人があ

って、その各地の消防職員が、そこに学べる、勉強できるということではなくて、むしろ

受け入れ側の方でね、施設なり教官の不足が言われている中で、広域化して、ドンドン、

それ専門化しましょう言うて行っても、それ体制ができていないんじゃないかと思うんで

すけれども。兵庫県の場合ですよ。全国的にも言われていますが、いかがでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、消防長。 
 
消防長（加藤隆久君）   兵庫県の場合ですね、現在各本部からですね、教官を職員にですね、

教官を派遣してですね、まあ、大きな消防本部から派遣していただいた方に指導を仰いで

いるというような専科もございます。また、それから兵庫県の災害医療センター、あちら

の方からドクター来ていただいてですね、研修をしていくようなことで、今のところ、私、

今おっしゃったような教官の不足ですか、そういうのは感じておりません。 
    それと、兵庫県の場合ですね、防災センター、学校ですね、これは、建って未だ数年し

か経ちませんし、設備としては、素晴らしい設備というふうに私は認識しております。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、金谷英志君。 
 
６番（金谷英志君）    現状でね、そういうふうにきちんとできている、なら、それで、む

しろね、でしたらなぜ、広域化して、更に専門化が図れるというようなメリットですかね、

広域化して、専門化が図れるいう素案の中にも書いてあるんですけれども、今現状でも専

門化は十分図れると、施設もあるし、そういう体制だということであれば、広域化の、こ

の点に関してはね、高度な、その専門的な技量が高まるということには、そしたら、広域

化によってならんのではないかと思うんですけれども。 
 
議長（西岡 正君）    はい、消防長。 
 
消防長（加藤隆久君）   先ほども、私が、申しましたようにですね、広域化になれば、職員
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数が、若干、今もお話しましたように増えると。そうすると研修に行く余裕もですね、出

て来るということで、私は思っておりますけれども。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、金谷英志君。 
 
６番（金谷英志君）    そういう前提がね、その、私は、広域化になれば、全体の職員が減

らされるし、その事務的な、中央に、中央言うかね、センター的な消防署に集められて、

実際の警防なり消防の職員が減らされる、その中で、その専門的な研修が受けれる人数が、

私は減ってくると、私は、そういうふうに思うとんですけれども、ええっと、それで、初

めも、町長も、その第１回の答弁の中でも、小規模な集団になるから、広域化は、あんま

り、その今研究の段階だということで、素案に対して諸手を挙げて賛成だというふうには

ないという回答だと、私は思ったんですけれども、それで、一番初めに、その基本は、や

っぱり、町長、最初に言われたようにね、佐用町の消防をどうするかいうことであって、

それで、佐用町で広域化が必要であれば、その次の段階として、具体的なことを考えると

いうことですけれども、１つのメリットとしては、先ほど、救急のことも言われましたけ

れども、その全体としてね、地域消防のあり方として、やっぱり広域化は、町長は、やっ

ぱり、今、研究段階ということもありましたけれども、今の段階では、どういうふうなお

考えでしょうかね。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 
 
町長（庵逧典章君）    まあ、現状見ていただければですね、今のところね、まあ、その救

急にしても、火災対応にしてもね、まあ、この特に、今災害等については、地域の消防、

非常備消防団の協力、そういう体制が充実している中でね、大きな問題はないと。まあ、

そういう対応ができているというふうに思っておりますけれども、ただ、１消防本部、１

消防署ですね、佐用町、こういう、その人数も、署員もですね、定員 40 人。実際に、署

員の高齢化というのも、現実の問題として、大きくあるわけです。まあ、人事交流にして

もですね、中々ここの消防本部、そこだけで、全く、そういう交流もできないという状況

ですね。ですから、今のところ、一般行政との交流を図るとかというようなこともして、

何とか、まあ内部の人的な活性化も図りたいなということでは努めておりますけれども、

やはり、これは限界があります。ですから、それと、やはり今後、その消防無線なんかの

デジタル化等が出てきたりですね、財政的にも、非常にまあ、厳しいものがあるわけです

から、こういう、その消防、防災活動というのは、特に、どういう事態が起きるか分かり

ませんけれどね、まあ、その機材とか資材とか、この人材、そういう物は、ある程度広域

的な、町の、その境界を越えたもので対応していく、即対応できる様な、そういうことが、

住民に対してのね、やっぱし一番安心できると言いますか、サービスとして必要ではない

かなと。で、まあ、今広くなったと、合併の中でね、テクノなんかにおいても、そこに消

防署があっても、今、非常に前から言われているように、消防署があるのに、直ぐ側へ行

けないとか、もう、その非常に遠くからいかなきゃいけない。例えば、三河等においても、

宍粟市と非常に隣接してですね、お互いに、やっぱし一番近い所から、即、その人員なり、

また車両が派遣できるということが、実際できるんですよね。それができれば。そういう

風な対応が、何かやっぱし、境界を作ることによって、中々今、派遣協定とかというのが、

今度は結べたとしてもね、中々通常の中では、その区域の中だけの活動になってしまうと
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いうことですから、私は、まあ、広域化することによって、地域の住民に対して、そうい

うサービスが向上できる可能性というものは十分ある。そのことがあれば、広域化は当然

すべきだというふうに思っております。ただ、今言いますように、ほんじゃあ広域化、何

でもいいから広域化したらいいかじゃなくって、それには、現在の状況から、非常にまあ、

人員も資材もドンドン増やさなきゃいけないとか、例えば、姫路市は、都市的なですね、

部分があるわけです。佐用町なんかは、やっぱし、こういう山間部の状況があるわけです。

同じような一律のレベルで、一律のことをやったんでは、この佐用町なんかにとっては、

逆に、それが旨く住民サービスにつながらない部分も出て来ると思うんですね。ですから、

その辺、やっぱし、地域の状況を踏まえた上で、まあ、どこまで広域化できるのかなとい

うところ、まあ、この辺が、今後の広域化に対する慎重な検討しなきゃいけないところで

はないかなといううふに思っております。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、金谷英志君。 
 
６番（金谷英志君）    今後、検討される中でね、その消防の広域化を国会で話された時に、

質問主旨書に答えている政府回答が、市町村は、基本計画及び推進計画に拘束されるもの

ではない。兵庫県は、計画は未だ、素案の段階ですけれども。それから、消防の広域化は、

助言・勧告又は指導として行われるものではない。消防の広域化は、市町村の自主的な判

断で行われるものである。市町村が、消防の広域化を行わなかったとしても不利益な扱い

を受けることはないという政府の回答があるんですけれども、その検討する、される上で

ね、その自らの荒木消防庁長官が、各市町におきましては、自らの地域の今後の消防防災

対策のあり方について検討を行う。こういうことをあって初めて、広域化のことに進みな

さいということですから、佐用町としてはね、今後どの様に具体的な検討、行政の中でさ

れていくんでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    これは、市町村の合併とも同じなんですけれども、広域化というこ

とは、佐用町だけで全て問題を、結論し、また考えることではない。相手があるわけです。

地域があるわけです。ですから、その中でね、当然佐用町として、大きな支障のあること

では困りますけれども、お互いに協力することによって、その１つの地域全体が、広域化

のメリットがあるものにする中では、町としても一緒に佐用町も協力をしていかなきゃい

けない。ですから、その今、第１次の素案としてね、県の方から、とりあえず今の広域化

の枠組みというものが示されたわけです。で、その示された枠組みの中で、今、各それぞ

れの消防本部、現場の消防署の担当の者がですね、どういう問題があるかということを、

今、よく、いろいろと議論しております。ですから、当然まあ、その担当、関係者、職員

が、まず十分に研究をして、まあ枠組みが示された中で、その中でどうだということにな

りましたらね、これまでは、ただ広域化というだけの大きなこう、広域化という名前だけ

の中で話がされておりましたけれども、この度は、やっと具体的に枠組みが示された、そ

の枠組みで考えた時に、どういうふうな、やっぱし広域化における問題なりデメリットな

り、メリットなりがあるかということを、まず今協議をしております。だから、そういう

ことを踏まえて、今度、市町長間の中でね、総合的に、これを議論していかなきゃいけな

い。最終的には、各首長が、いろいろと最後の調整をしなきゃいけないということになっ
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てくると思うんですけれどね。はい。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、金谷英志君。 
 
６番（金谷英志君）    次、自然エネルギーに移りたいんですけれども、自然エネルギーの、

その前の一般質問でも、その取りあげたんですけれども、その今の段階でね、町長として

は、風力なり太陽光、それから小水力といった、これが他の、そやけども、初めの質問で

も言うたように、180 カ所余りのね、風力とか、その太陽光なんかに取り組んでいる、佐

用町として、そのやっていく上でね、その障害になると言うか、その今、言いました、風

力なり太陽光なり、小水力のね、問題点は、今の段階で、どういうふうに捉えておられる

のでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 
 
町長（庵逧典章君）    これは、あの、自然エネルギーを活用するということですから、や

はり障害になるのは、結局、佐用町が置かれている自然状況、その環境の状況ですね、地

形的な問題、これが一番の障害です。水力にしても、高低差、急峻な、その水が豊富で、

しかも高低差がたくさんあるような地形の、ここ那須とかね、日光の方とか、長野県の方、

山岳地帯とか、そういう所では、自然エネルギーとしての水力というのは、かなり、それ

程大きな投資しなくても、効率的にできる可能性があるわけですけれども、中々佐用のよ

うな平坦、その山間部と言ってもね、山が低くくって、水も低いし、その高低差も中々取

れないという所では、非常に難しい点があるわけですね。風力においても、これも常時、

それなりの風が、安定した風が吹く、そういう条件が必要になります。これはやっぱし、

海岸であるとか、気象状況の中でね、そういう所があるわけですけれども、これも町内の

調査ということで、関西電力が、その近くで可能な所、適地というものがないかというこ

とでも、佐用町も調査をするというようなことも聞いておりましたけれども、実際、その

適地というものは、中々佐用町内にはないというふうには、まあ正式な報告は聞いており

ませんけれども、関西電力、奥の方の山にしてもね、日名倉とかですね、大撫山にしても、

それだけの１年中安定的な風が吹くような地形ではないと、そういうことが、やっぱり大

きな障害ですね。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、金谷英志君。 
 
６番（金谷英志君）    まあ、今の段階で、私もね、いろいろ本も読んだり調べたり、膨大

なことで、技術も進んでいきますしね、町長言われたように、風況調査も全国的な調査も

地図上で、ここが、だいたい海岸線とかがね、風況調査としては、風力を使うには、良好

な土地だということも出ているんですけれども、その技術の進歩によってね、あまり風が

吹かなくてもできるし、太陽光については、緯度の高いドイツなんかでもドンドン進んで

いるんですね。日本よりも絶対、条件的には、悪い所で、太陽光が、もう普及率がドンド

ン進んでいるいうこともあるし、小水力についてはね、その、平野部で、平らな所で、農

地の用水路で発電をしていく、先ほど例なんか挙げておる葛巻町なんかでも、そういう平
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野なんですね。ですから、佐用町よりも、もっともっと条件的にはね、その町長言われる

ように、不利な条件かと言ったら、そうでもない、技術的にも進んできましてね、そうい

うことを、町長 1 人でやれ言うたら大変ですから、私は、今回の質問は、その先ほど、住

民課とまちづくり課で、そういう話あっていうことですけど、この問題についてはね。で

すから、はっきりと、係りなり、何を作ってね、地球温暖化対策係りとか、そういうよう

なん作った上でしたら、ずっと、もう話をね、進んでいけると思うんですけども、とりあ

えずは、そういうような職員の体制なり、町の組織の体制なりをつくっていくことが肝心

じゃないかと思うんですけれども、その点は、いかがでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 
 
町長（庵逧典章君）    まあ、どちらが先かということで、職員の体制をつくるということ

もね、そういうこと取り組む１つの大きな意思表示になるかもしれませんけれども、まあ

既に、まちづくり課という課があるわけです。当然まあ、まちづくり課が、町の、そうい

う今後のエコ対策、それぞれの担当課がありますけれども、全体を統括してね、研究して

いかなきゃいけないということで、まあ、バイオマスまた、その農業等もですね、これか

ら、一緒になった、そういう有機農業とかですね、そういうことも含めたエネルギーを使

わずに、何とか自然的な循環、自然の循環型社会を形成するような、できるような対策、

町をつくっていく、そのための研究をするようにということを指示して、まあ、今、いわ

ゆる、そういう構想を持って研究している所なんかの資料取ったり、調査したりしてやら

しておりますから、まあ、ある程度、そういう関係する住民課でありますとか農林振興課

でありますとか、それぞれ一緒になってね対応していきます。ですから、まあ、そういう

中で、具体的な 1 つの事業なんかに取り組む、前段になって来ればね、そういう担当課も

置くということも、そういうことも必要かとは思いますけれども、今の段階で、担当課を

新たに設置するという所までは、未だ考えておりません。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、金谷英志君。 
 
６番（金谷英志君）    その職員の体制をするということではね、国の、その温暖化対策の

推進法で、自治体には、区域の温室効果ガスの排出抑制、事業者や住民に対する温暖化防

止の促進を図るために情報の提供を行う責務があるとされて、更に地方公共団体の事務、

事業に関する実行計画の実施などが義務とされておるんですね。ですから、こういう実際

に国の方から、法として、その事務をやりなさいということですから、それに対応して、

やっぱり職員はいるんじゃないんでしょうか。それと、地域の地域性に応じた、温暖化防

止のための総合的かつ計画的な施策の策定、これは努力義務ですけど、そういうふうな計

画もちゃんと作れというふうなことですから、事務として、その役場の職員として、そう

いう仕事はしなさいということですから、やっぱり、これを、この法律１つにとっても、

やっぱり体制をとった上で、そういうことを進めてく、今農林振興課なりね、まちづくり

課、住民課なりで、いろいろ話するいうことですけど、やっぱり、町長、前、さっき言わ

れたように、マイバックなんかにしても、その担当課が、その住民課なりということです

から、その農業の用水を使うなら農林振興課いうことですから、初めに、その例えば、町

の庁舎なりに、その太陽光をつけるとかいうことになれば、その全体的な調整する意味で

も、今やっぱり、先、どっちが先かって町長言われましたけれども、やぱり先立ち上げる
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方が、私は、先じゃないかと思うんですけれども、その点、いかがでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 
 
町長（庵逧典章君）    今、あの、やはり、まちづくり課が、そのね、責任、役割を担って

いかなきゃいけないと。今後、まあ、これはやっぱり行政、町としても、非常に大きな責

任、課題だと思っております。ですから、こういう研究をですね、進めていくのが、まち

づくり課の仕事だというふうに思っておりますので。はい。 
 

〔金谷君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、金谷英志君。 
 
６番（金谷英志君）    実際、今、まちづくり課の中で、兼務なりしてやっておられると思

うんですけれども、実際、兼務としてね、やれるようなレベルではないんですね。ＣＯ2

の排出量の把握とか、対策に関する計画とかいうのありますけれども、ありますから、そ

ういうこと、計画策定の手法とかね温暖化対策、関連情報、それから先ほど言われた、太

陽、風況調査とかね、そういうようなんも、ノウハウがある、膨大な情報を、その課で、

やらなくちゃならないと言うことですから、やっぱり、それは、その法的にも策定しなさ

い、計画もつくりなさい、いうことですから、事務量が膨大になると思うんで、まちづく

り課の１つの職員が片手間でやれるようなことではないと思うんですけれども。 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長答弁願います。 

 

町長（庵逧典章君）    まあ、そういうことに取り組みながら考えていきますので。 

 

〔金谷君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、金谷英志君。 

 

６番（金谷英志君）    次に、道路に、その幹線生活道路推進についてお伺いしたいんです

けれども、その現状としてね、そのくらしの道、とりあえず 15 年から始まって 24 年です

けれども、前期でやる事業として位置付けられている所があるんですけれども、ですから、

前期としては、もう 19 年ですから、終わっている、計画の段階ではね、終わっているいう

ことなんですけれども、ですから、その進捗状況について伺いたいんですけれども、くら

しの道で上から挙げられておるの、宮原上月線、千種新宮線、市場佐用線。それから、後

山上石井線、これは前期の工事でやるという、全体的には、なっておるんですけれども、

９路線全部じゃなしに、今挙げた、だいたいの進捗、県としてはね、どれぐらいまで、測

量まで終わっているんか、地元の協議が終わっているんか、進捗状況はどんなもんでしょ

うか。 

 

議長（西岡 正君）    はい、建設課長。 

 

建設課長（野村正明君）  ええっと、その９路線の中の進捗状況ですけども、町長、答弁しま

したように、そのカ所数で言えばね、半分以下だと思います。半分以下も大分低いですね。
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金額的には結構かかっているんですよね。そういう中で、当然、この事業コストの縮減と

いうことと、それから、あんまり、その大きな工事じゃないということでね、効率的な事

業が図れるんじゃないかなと思われてたんですけれども、そうは言いながら、やはり対象

が多いですからね、結構、ですから用地も取得せななりません。得てして、こういう県道

の生活道路として使っている所は、案外ですね、登記上問題がある所が結構あるんですよ

ね。ですから、やりたいし、やってもらいたい言う部分があるんですけど、用地で、まず

引っ掛かる部分があります。ですから、全体的な流れでいって、前期も含めてね、僕は半

分以下だと思います。進捗率で言えば。 

 

〔金谷君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、金谷英志君。 

 

６番（金谷英志君）    進捗率としては、今、最初に町長が言われたように、分かるんです。

そのお金も掛けて進んでると分かるんですけど、その、聞きたいのは、今後進めていく上

でね、その用地が問題やと。課長、それはそうですね、その県の方としても、聞いたら、

用地が解決したら、もう８割方は、この工事は終わったようなものやというようなことも

言われますから、その上で、その測量なり終わって、実施設計まで終わっているのかどう

かいう点ではいかがでしょうか。 

 

議長（西岡 正君）    はい、建設課長。 

 

建設課長（野村正明君）  確かな数字は、県もですね、割合今、貝になっているんですよね。

口が。というのは、その町長も答弁したように、その西播磨のプログラムの中で、このく

らしの道は、大きな目玉だったんですよね。議員もおっしゃっておるように。ところが、

その特別枠が、この行革プランの中で、完全になくなってます。20 年度から。それでもう、

もっと言えば、22 年度までには、つい最近確認したんですけども、予算化は基本的にはし

ないと。くらしの道としてね。ということは、本当に困っている所、これはせなならんな

という部分については、県単で対応しますと。緊急度の高い所から。ところが、そうは言

いながら、中々その県単については、18 年ベースで言いますと、多分６割あるかないかぐ

らいじゃないか思うんです。県単事業としてはね。ですから、どうしても、作るというこ

とよりかは、守ってくという部分ですから、維持補修的な部分に、その金は行くんじゃな

いかというふうに思いますけれども、町長、最後の答弁で締めくくりましたように、非常

にこう、効率的な事業ですから、鋭意ね、町長を先頭にして、土木、各土木事務所、関係

機関にですね、強力に呼びかけていく、これしか、町はないんじゃないかなというふうに

思います。 

 

〔金谷君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、後４分です。金谷英志君。 

 

６番（金谷英志君）    改めて、まあ、町の、その、県にも言うていくという町長の姿勢で

すけれども、これ、その取り上げるのはね、その新町まちづくり計画の中に、合併したら、

こう道ができますよと、そういうことを聞いて、町民の方も合併しようで、それは１つの

理由ではね、ないですけれども、新町まちづくり計画の中に挙げられて、合併して、これ
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をやっていきましょうと言うたら、その町民に対する約束ですは。これはね。ですから、

特に、主要な県事業として、先ほど言いました一般県道の上福原佐用線、上三河平福線。

くらしの道は、合併したら、これはやりますよということですから、町長も、これはね、

約束ですから、ちゃんと推進、今、課長はね、くらしの道として事業はなくなったと言い

ますけれども、県の行革で、財政的にも苦しい言われますけれどもね、これは県の方に、

約束ですからやってくださいと、町長は、もっと強行に、強行言うかね、真剣にもっと取

り組んでいただきたいと思いますね。普通の事業ではないんですから、町民に対する約束

だと、私思います。 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 

 

町長（庵逧典章君）    合併支援事業としてね、取り上げていただいた上福原線また町道上

三河平複線、これは、かなりね、それぞれくらしの道のような一部の拡幅だけじゃなくっ

てですね、もう全体的な改良事業として、かなり上三河の方、平福線については進んでお

りますしね、それから上福原線についても、町も地籍事業を、まず最初にやって、一緒に

なってやっていくということで、進めておりますし、それから合併支援事業として取り上

げていただいた徳久バイパス等についても、これは県の単独事業じゃないですから、公共

事業ですから、これは県としても、これは計画的に、約束どおりやりますと、そういうこ

とで回答ももらってますから、その点については、ただ、それ以外にですね、たくさん今、

くらしの道として挙げていた事業、この辺が、非常に今のところ厳しいということでござ

います。 

 

〔金谷君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、金谷英志君。 

 

６番（金谷英志君）    たくさん言いますけどね、まちづくり計画の中で、主な事業として

は、先ほど町長言われたように国道 179 号、373 号、一般県道、さっき言った２つと、そ

れからくらしの道、もう一杯ある中では限られておる、これだけは合併したらやりますよ

ということですから、改めて、その辺、丁度、これは今まで、その徳久バイパスなりね、

三日月の駅前なり、それ約束どおり 179 号線、373 号線、円応寺にしてもやられました。

ですから、他のくらしの道にしてもね、ちゃんとやってくださいよと県には、やっぱり言

うて欲しいんですね。 

 

議長（西岡 正君）    はい、町長。 

 

町長（庵逧典章君）    当然、それは、要望して参ります。 

 

〔金谷君 挙手〕 

 

議長（西岡 正君）    はい、金谷英志君。 

 

６番（金谷英志君）    はい、終わります。 

 

議長（西岡 正君）    ここで、暫く休憩をしたいと思います。再開を３時といたします。 
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午後０２時３３分 休憩 
  午後０３時００分 再開 
 

議長（西岡 正君）    会議を再開します。 
    ただ今、松尾文雄議員の方から病気治療のため早退させて欲しいという届出が出ており

ます。 
    それでは、休憩前に引き続きまして一般質問を行います。 
    次は、20 番、吉井秀美議員の発言を許可いたします。 
 

〔20 番 吉井秀美君 登壇〕 
 
20 番（吉井秀美君）    20 番、日本共産党の吉井秀美でございます。私は、４点質問をい

たします。 
    質問の前に佐用町の学校給食にも事故米の混入した製品が使用されていた報道に、大き

な憤りを持ったとともに、あってはならないことですが、起きうる条件もあったことを非

常に残念に思っています。私どもは、地元でとれた物を学校給食にと提案してきました。

以前に、泉平との取引高が高いということで、加工食品頼みの給食ではなくできる限りの

手づくりの給食を求めてきましたが、町当局は、泉平の学校給食用食品は、一般食品とは

別の基準で作られているので安全と業者側の立場に立った答弁をされました。大変残念な

姿勢だと、今、思っています。 
    それでは、これより通告に基づき質問をいたします。 
    まず１点目に、さよさよサービスと福祉タクシーは、お年寄りや障害のある人の移動手

段として優れた施策で気軽に利用していただければと思っています。私ども共産党町議団

が、今年の春実施した、まちづくりアンケートの設問の中で、福祉タクシー、ひまわりサ

ービスの事業を元にして外出支援サービスが全町で実施されるようになりました。さよさ

よサービスの内容を具体的に知っていますかという質問に対して、良く知っているという

答えが 11.7 パーセント。だいたい知っている、35 パーセント。聞いたことはあるが、中

身は知らない、35 パーセント。全く知らない９パーセントというものでした。回答を寄せ

られた年代を見ますと 60 歳代 21 パーセント。70 歳代 36.4 パーセント。80 歳代以上 11
パーセントというところから見ますと、この回答は注目しなければならないと受け止めて

います。 
    そこで①外出支援サービスの内容を聞いたことはあるが、中身は知らない。あるいは、

全く知らない。この 44 パーセントの回答を、町長はどう感じられるでしょうか。②以下

はアンケートに書かれた意見として挙げております。 
    ②番目、うちの老人はもらっていない。 
    ③福祉タクシーは、遠距離は負担が高い。 
    ④以前のタクシー券対応の方がよい。 
    ⑤隔日運行のため、予約が不便。さよさよサービスの毎日運行を求めたい。 
    ⑥当日の申し込みも受け付けてもらえれば。 
    ⑦運行時間の拡大。 
    ⑧利用チケットの値下げ。 
    ⑨タクシー補助額の増額。 
    ⑩タクシー利用回数制限の廃止。 
    ⑪利用券は、対象者全員に配布し、利用時に精算する方式になど、これらの要望に応え
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られる立場でご答弁をいただきたいと思います。 
    次に、雇用促進住宅の入居者は、今一片のチラシで退去を迫られています。入居者と共

産党の国会議員らの交渉が各地で行われておりますが、厚生労働省は退去を強要しないな

ど方針の変更を表明しています。佐用町の現状を伺い、若い人が住み続けられる町にして

いくために町長の努力を求めたいと思います。 
    ①五反田住宅は戸数が 60 ありますが、現在は 20 戸少し過ぎる、20 戸程度の入居状況

となっています。町長は、実態をどのように把握されていますか。 
    ②五反田は、住宅だけで１つの集落を形成しており、この住宅が廃止されれば、集落が

１つ消滅し、その上、若い世代が佐用町から転出する事態も生じます。町としては、見過

ごせない問題です。町長は、入居者の理解を得ないまま、一方的に行われた住宅廃止決定

を白紙に戻すことを求め、入居者が留まれるよう運動を起こしていくことを考えられませ

んか。 
    次に、町指定ごみ袋について最近販売されているごみ袋は口が結びにくい。不良品では

ないかという声が届いています。クリーンセンターに問い合わせてみました。従来の指定

袋は、請負っているミタチパッケージが中国で製造させていたところ、不良品が多くクリ

ーンセンターでのテストに合格しなかった。そこでミタチパッケージは国内での製造に変

えましたが、他の自治体の型を使って裁断しているため、従来の袋とパターンが変わって

しまったというものです。私も、今そのごみ袋を使っていますが、前の物より結びにくい

と思います。以前、広域議会でもごみの容器にフィットする袋を要求しましたが、聞き入

れられませんでした。私は、宍粟市の袋が良いのではないかと思っておりますが、いろい

ろな考えがあると思いますので、消費者の意見を聞いて改良されてはいかがかと思います。

町長の見解を伺います。 
    最後に、安心して出産できる態勢を早急に整えることを求めて質問します。医師不足問

題は、深刻な事態となっています。神戸新聞で赤穂市民病院が市民以外のお産の受入れを

中止するという報道があり、大きな衝撃となっています。まず、佐用町民が町外へ時間を

掛けて検診、分娩に行っている実態と、周辺自治体の状況を、町長は、どのように受け止

めておられるか伺います。 
    ②点目に、播磨科学公園としに産科の開設をと要望がありますが、現状を伺います。 
    ③町内の病院に共立病院には婦人科を開設しましたが、産科の開設を要望するのことは

できませんか。町長の見解をお尋ねし、以上で、この場での質問を終わります。 
 
議長（西岡 正君）    はい、それでは、町長、答弁願います。 
 

〔町長 庵逧典章君 登壇〕 
 
町長（庵逧典章君）    それでは、吉井議員からのご質問にお答えをさせていただきます。 
    まず、さよさよサービスタクシー運賃助成制度についてのご質問でございますが、これ

らの外出支援サービスは、先に石黒議員からのご質問でもお答えをさせていただいたとお

り、昨年 2 月から実施して、平成 19 年度中の利用者数は、両方のサービスで約 3 万人と

なっております。しかしながら、自分で車を運転される方には、あまり関心が無く、当然、

認識度も差が出てくるのではないかというふうに思われます。それでも逆に、半数以上の

皆さんが知っておられるということは、ある程度この制度が定着しつつあるものというふ

うに思っております。「聞いたことはあるが、中身は知らない」と言われる皆さんや、今後、

新たに高齢者となられる皆さん、また何らかの理由により車の運転が出来なくなる方も、

毎年、次々と出て参りますので、制度の PR については、今後とも継続して行って参りま
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す。 
    次に、タクシー助成につきましては、「遠距離の負担が高い」または、「以前のタクシー

券の方が良い」ということですが、これは合併以前に旧佐用町で行なっていたタクシー運

賃の補助と比較されてのことと思いますが、合併により当然、人口も増え、また町域も大

変広くなりましたので、タクシー助成に要する経費などを考慮し、また併用して新しい制

度として「さよさよサ－ビス」も制度化しましたので、ご利用の皆さんには、それぞれ、

その両方に合わせてご利用をいただきたいというふうに思います。 
    「さよさよサ－ビス」における隔日運行、また前日までの予約等申し込み等につきまし

ても、開始前の特別委員会でも十分に、いろいろとご協議いただきましたが、町の財政負

担などを考慮し、また車輌台数を 5 台として、地域を 2 分割して、2 日に 1 度は利用でき

ることとしており、これは医療機関への通院や買い物など交通手段の不便な皆さん方にと

っても、なんとか生活を維持していただけるものというふうに理解をしております。 
    利用チケットの値下げとか、タクシー補助額の増額、利用回数の制限の廃止などにつき

ましては、これまで議会でも、いろいろと協議いただいたり、説明させていただき、現在

の方式を決定いただいておりますので、当面は現在の方式を続けて参りたいというふうに

思います。 
    次に、利用券を対象者全員に配布して、利用時に精算をとのことでありますが、現在の

ところ事務処理上におきましても、事前に登録、利用券を購入していただいた後、利用し

ていただくことが最善と考えております。ご理解をいただきたいと思います。 
    次に、雇用促進住宅の実態についてということでありますが、本住宅は、当時の労働省

の、失礼しました。もとい。 
    本住宅は、労働者の地域間移動の円滑化を図るために、雇用保険の三事業の雇用福祉事

業により設置された勤労者向け住宅として、平成 6 年 5 月から運営をされてきたところで

あります。 
    しかしながら、年月の経過とともに社会情勢も大きく変化し、平成 13 年 12 月 19 日の

閣議で「特殊法人等整理合理化計画」において、「現に入居者がいることを踏まえた早期廃

止」と決定され、その後、平成 19 年 6 月 22 日の閣議決定においては、遅くとも平成 33
年までに全ての雇用促進住宅を廃止するということとされまして、同年 12 月 24 日の閣議

決定では、更に平成 23 年度までの廃止予定住宅数について、全住宅数の 2 分の 1 程度を

前倒しして廃止決定するとともに、処理を加速するための方策をすみやかに講ずるとされ

ております。これを受けて佐用の雇用促進住宅におきましても、入居者の募集が停止をさ

れている状況であります。先日 22 日に雇用能力開発機構神戸兵庫センターから担当者が

来庁されまして、お話を聞きました。この前倒しと言いますか、23 年度までに佐用住宅は

廃止される住宅、23 年度までに廃止される住宅の中に入っているということであります。

ただ、今入居されている方が丁度 30 所帯現在おられて、一番長く、これから今の契約で

は 23 年までは入居できるということらしいです。ただまあ、その住宅については、事業

団として、当時の雇用促進住宅としてつくられた住宅が、住宅として今後存続させるため

には、地元自治体に売却するか、または民間売却、民間売却も１つの方法として検討がさ

れているというふうに聞いております。 
    次に存続させるための運動ということについてでありますが、今後の雇用促進住宅のあ

り方について雇用振興協会大阪支所ということが、今管理されておりますので、協議中で

ありまして、入居者との状況、今後も佐用町として、あの住宅が、どういう位置付けがで

きるのか、位置付けなのかということを考えた上で、町としての考え方をまとめていきた

いなというふうに思っております。 
    次に、最近販売されているごみ袋ということで、袋上部のカットが変わったため、使い
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づらくなって。マチのあるものに改良できないかというご質問でありますが、町指定のご

み袋の製作につきましては、業者選択を指名競争入札で決めておりますが、19 年度発注業

者において 4 回に分けて納品しており、2 回目の納品時の抜き取り検査において、一部不

良品が見受けられ、業者に原因を追究させましたが、中国工場の製造過程において発生し

たことが分かって、2 回、3 回目の納品する袋については、全数国内工場で検査の上、合

格品となった分のみ納品させた経過があります。4 回目の納品において、業者からの申し

出により、国内製造に切換え対応することとなりましたが、同じ規格の抜き金型が無くて、

類似品を使用することといたしたそうです。20 年度も同じ業者が落札し、1 年間分を発注

をしております。ご指摘の上部の開口部の結びしろについて「幅広で結びにくい」などの

点については、国産品の機能・強度・品質等を優先した「袋」を採用したので、そういう

問題が生じていることは理解しておりますけれども、まあ、今の発注分については、ご理

解をいただきたいというふうにお願いをしたいと思います。 
    今後の課題といたしましては、町においてマイバック持参運動が呼びかけられており、

レジ袋の減量化及び資源の節約にご理解とご協力をいただいており、ごみを出す環境も変

化をしてきております。計画中のにしはりま環境事務組合の構成市町においても、ごみ袋

は「手提げ型」「マチ付き」が採用されており、他市町の指定袋と規格を揃えるなどを考慮

しながら、コスト削減にも努め、次年度以降の製作分について、使用される方の意見も聞

き、利便性、品質性、製造コスト等、検討して、どの様な物を採用していくかどうか決め

ていきたいというふうに考えております。 
    次に、妊婦健診や出産など産科の整備をというとでのご質問でございます。 
    まず、町民の分娩出産の実態でございますが、平成 19 年 1 月から 12 月までの 1 年間に

おきまして、出産数は 120 名の内 1 時間以内での通院が可能な宍粟総合病院で 40 名、上

郡町の半田産婦人科におきまして 21 名、赤穂中央病院で 17 名の方が出産をされておりま

す。その他では、比較的短時間の行ける、津山市において 12 名、姫路市 16 名などとなっ

ております。ちなみのこの度市民以外の受入れを中止された赤穂市民病院におきましては、

昨年は、3 名でございました。 
    分娩出産に関しては近隣市町に依存する医療環境でございますけれども、ソフト面にお

いては県が 1 万 5,000 円のところ当町においては 3 万円までの妊婦健診の補助を実施いた

しております。 
    次に、播磨科学公園都市に産科の開設をということでございますが、現在、県の状況で

は、産科の誘致は難しいというふうに思っております。 
    次に、町内医療機関に協力は求められないかということでございますが、平成 19 年 4

月から佐用共立病院におきまして婦人科を開設いただいておりますけれども、中々この婦

人科においても、経営が大変なように聞いております。産科もということになりますと、

もっと経営的に非常に難しい状況で、聞くところによりますと、産科を設置、現在のよう

な産科を設置しますと、年間 400 人ぐらいのですね、出産がないと、中々産科は設置がで

きないというような状況でありますので、困難な課題ではないかというふうに思います。 
    今後、現在協力していただいております近隣市町の医療機関の動向も踏まえ、また播磨

科学公園都市への誘致と合わせて関係機関、県などにも、十分、いろいろとお願いをし、

できるだけ、その子育て、また出産、そういう対策、環境をですね、整えていけるように、

町としても、当然努力をしていかなければならないというふうに思っております。 
    以上、この場での答弁といたします。 
 

〔吉井君 挙手〕 
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議長（西岡 正君）    はい、吉井秀美君。 
 
20 番（吉井秀美君）    20 番、吉井です。再質問をいたします。 
    １点目のさよさよサービス、福祉タクシーを、より便利にするためにという点でござい

ますけれども、石黒議員が質問されまして、更に町長は、利用していただくためにＰＲを

していきたいという答弁をされています。１人でも多くの人に利用していただきたい。こ

ういう町長の姿勢ですけれど、あの、私ども、この間、ずっと聞いておりまして、いろい

ろやっぱり年がいくと、こう手続きに、いろんな煩雑なことがあると、もういいやという

ようなことになったりして、実は、使いたいのに使えない、使っていない、そういう人が

結構いらっしゃるというような状態を見ています。で、先ほどの、ご答弁の中では、隔日

運行は、財政問題もあったり、それから協議をした結果、そういった方式を取ったんだと

いうことで、毎日運行ができないという方向でしたけれども、この点につきまして、毎日

運行をするためには、どういった条件が必要かなということを考えます。担当の方に聞い

たんですけれども、その人員とか車両につきましては、その単純に倍必要になるというこ

とはないということで、それから、また実際にお仕事をされている中で、現状で、それが

不可能だということも言えないという状況もあるというふうに聞いております。 
    で、だったら毎日運行しようとすれば、どれぐらいの条件を整えていけばできるのか、

この点をお願いします。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 
 
町長（庵逧典章君）    まあ、何も条件を考えずに考えれば不可能なことはないと思います。 
    しかし、今ずっと検討してきたり、説明、いろいろと説明させていただいたとおりです

ね、高齢者の、そういう皆さん方の生活の中で、こういう制度、町としても、さよさよサ

ービスと合わせて、タクシーの助成制度もしてですね、両方を旨く併用して使っていただ

けるように、こういうことは、利用者の方においてね、にも協力もいただかなければなら

ないということで、まあ、その制度、毎日運行をするということが必要であると、絶対に

必要だということになれば、それがどういうふうにすればできるかということを十分検討

しますけれども、今の段階で、それは、今、状況、今の制度をですね、できるだけ旨く活

用していくように、また利用者にもご理解いただいてね、旨く、それを利用していただく

ように考えている、そういうことですから、まあ、どうすればいいかということも、答弁

については、これは、私は、今のところ考えておりません。 
 

〔吉井君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、吉井秀美君。 
 
20 番（吉井秀美君）    はい、そしたら、続きまして、１人でも多くの人に利用していただ

きたいということで、ＰＲの件なんですけれど、現在、その外出支援サービス事業の周知

については、当局どれどれ手段を使っていますか。 
 

〔福祉課長 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、福祉課長。 
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福祉課長（内山導男君）  あの、元々ですね、さっき、先ほど来、町長の口から何べんも説明

していただきましたように、19 年の２月から開始しております。で、２月段階につきまし

ては、分かりやすいパンフレットをということで、全戸に配布をさせていただいておりま

すし、その後も、いろんな老人会等、高齢者の集まる機会では、町長の方からも、度々、

この外出支援サービスについては、ＰＲをしていただいておりますし、今回の敬老会のあ

いさつの中でも、触れていただいたりというような形で、できる限りの機会をということ

で、今後、いろんなご指摘もいただいてりますので、できれば佐用チャンネルやなんか、

新しいメディアもできましたので、その辺を使ってのＰＲ等も順次進めていきたいという

ふうに考えてます。 
 

〔吉井君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、吉井秀美君。 
 
20 番（吉井秀美君）    さよさよサービスの登録者についてですけれど、その利用できる対

象者数に対する登録者数を見てみますと、6,332 人に対して、登録しているのが 1,281 人

ということで、20 パーセントになっています。で、あの佐用の場合は、その福祉タクシー

の制度があったので、さよさよサービスに馴染みにくいなという様なことがあったんです

けれど、それも登録数に反映していると思いますが、佐用が 14 パーセントで、上月が 22
パーセント、で、よく慣れている南光で 25 パーセント、三日月で 25 パーセントというこ

とで、全体見ますと 20 パーセントの登録に留まっているということですね。で、あの、

利用の延べ人数は、先ほどのご答弁の中にもありましたように、その通院ですとか、買い

物ですとか、いろいろな形で、利用してみて、便利だなということで、何度も利用できる

ということですけれども、知らない人にとっては、非常にこれね、もっと生活が豊かにな

るのに、せっかくの事業なのに、使っていないという実態もあるということが言えると思

います。で、そこで、ネットで、ちょっと調べたり見てみたりしたんですけれど、大阪市

他ね、いろいろな自治体で、個人個人に誕生日が、誕生月が来る前に、行政の方から手続

きの案内と申請書ですね、葉書という様な形で送って、それで、利用したいという登録ね、

それを返信されて来た方について手続きをとるということをやっていますね。そういう自

治体があります。そういう方法は、本町の場合導入できますか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    あの、登録していただいてる方がですね、20 パーセントから 25 パ

ーセントぐらい、この原因がですよ、知らないから登録をしていらっしゃら、できていな

いという方も、確かにいらっしゃるかもしれません。しかし、まあ、元々、まあこれは、

必要な方に、こう使っていただくということです。ですから、何とかね、別に、無理して、

これを使ってくださいということでは、当然ありませんし、必要な方が、必要な形で使っ

ていただくということで、まあ、例えば、私の母親の例ですけれども、この制度を、こう

して使ったらということで、いろいろと話をしても、タクシー助成制度のこれ使ってると、

これの方が、私は便利やから、これを使うということで、選択肢としては、そういう形を

しているわけですよね。ですから、その原因、私は、かなりね、必要に迫られている方、

本当に必要な方においては、かなりの方が、この制度を利用していただいているんではな

いかなというふうには思っておりますし、また地域の人また民生委員の方の皆さんもね、

状況を見て、制度については、また進めていただいたり、その利用についての助言をして
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いただいているというふうにも思っておりますしね、ですから、町としては、今、そうい

う制度全体には、広めて皆さんに知っていただくという、その利用者だけじゃなくてね、

にも必要だと思いますけども、必要に迫られている方については、十分にこれは使ってい

ただけるように、今後とも、いろいろな方の協力を得てですね、していきたいなと思って

おります。 
 

〔吉井君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、吉井秀美君。 
 
20 番（吉井秀美君）    事務局としてはどうでしょうか。 
    それがですね、町長は必要な方、自ら手を挙げて利用するものだと、そういう回答だっ

たんですけれど、急に必要になる場合もありますし、私の所にもですね、いろいろこう電

話などが入りまして、頼りにしていた運転手であるご主人がね、急に入院しないといけな

い状態になったとか、そしたら、今まで使っていなかったけれども急にどうしたらいいん

だろうと、そういったこともあるんですね。で、私は、両方買われた方がいいですよと。

タクシーもさよさよサービスもね、どちらもチケット購入しておいた方が便利でいいです

よと言うんですけれど、そういったことがやっぱり、知らない。ねっ、サービス内容を知

らない、そういう人が、こう、ああいうのがあったんだなというのがね、年齢が来た時に、

通知があれば非常に便利だと。親切な、その情報伝達と言いますか、そういったのはすれ

ばいいと思うんです。たくさんの人に利用していただくためにね、そこのところはいかが

でしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、福祉課長。 
 
福祉課長（内山導男君）  先ほど、吉井議員は、対象者が全体で 6,000 人余りというふうにお

っしゃいましたが、ちょっと今回までに、私も調査すべく問い合わせをしたんですが、い

わゆる 65 歳以上、この対象者の中での免許の保有率ですね、も相当な率、相当な人数が

65 歳以上の方でも、今現在免許証を持たれていると思います。で、まして、なお且つ、さ

っきおっしゃったように、奥さんは免許証がないんだけれども、ずっとご主人が家にいら

っしゃるんで、どこへ行くんでも、ご主人と一緒に 2 人で移動するからというふうな方も、

随分、数としてはいらっしゃると思います。ですから、その中での 20 パーセントという

数値は、相当高い率で、していただいているのかなというふうに理解しておりますし、そ

れと、今のあれでは、各集落で全然使われてないという集落がほとんど出て来ておりませ

ん。ですから、地元の歩ける範囲の老人会等でも、当然、この話を話題にしていただいて、

ちょっと事前の電話がいったりですね、当初に券を購入していただいたりという、その手

間は当然かかりますが、それさえ乗り越えていただいて、一度利用していただければ、非

常に喜んで利用していただいてますので、吉井議員所も電話があったそうなんですが、今

までご主人が、ずっと運転されて、奥さんが全然、それの必要がなかったから、そういう

情報も知る必要がなかったという形でですね、通常であれば、行政的な手続きとしては、

おそらくどうしましょというのは、まず民生委員さんの所へ相談されたり、いろんな形で

相談されると思いますので、そういう形には、できる限り、PR はして参りますが、今の

ところ、事務局としてですね、65 歳以上全員むかえられた方に、通知までする必要はない

のかな。特に、男性の方については、ほとんど免許証をお持ちでですね、むしろ、私ども、

このサービスにつきましては、何とか、80 歳以上で、免許証を持たれる方の免許証の返納
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運動にも何とかつなげて、その身の安全等を守っていくための運動に展開できたらなとい

う視点も持っておりますので、まあ PR も含めて、今後検討させていただきたいと思いま

す。 
 

〔吉井君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、吉井秀美君。 
 
20 番（吉井秀美君）    まあ、やらないということですけれども、年齢が来てですね、その

対象になるということをお知らせするというね、そういったきめ細かいサービスというの

は必要だと、私は、思います。 
    それから、ええっと、その予約なんですけれど、今３時までの予約ということになって

おりまして、それと、土曜日、日曜日、そういった時に予約ができない。これ非常に、こ

うややこしいんですけれども、通常の平日は、その３時までにすると、後の運行計画が立

てやすいと思うんですけれど、ここのところをですね、午後から病院に行ったりした場合

に３時に終わらない。けれども、例えば、月曜日に予約しなければならない。そういった、

いろんなパターンがありますので、その３時というのが、まあ、ある程度のラインであっ

たとしても、柔軟に受付をお願いしたい、こういうご意見があります。要望があります。

そのあたり、考えていただけるでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、福祉課長。 
 
福祉課長（内山導男君）  それは、非常に申し訳ないんですが、今、利用者の多い日は、３時

に締め切って、もう運行計画をするのが５時半過ぎる場合が往々にあります。で、全て運

行計画を作成した後ですね、再度、利用者に、利用日の、次、翌日の利用時間のご案内を

しております。ですから、一応、役場、５時 30 分が定時なんですが、それまでに終わら

ない場合も往々にして出て参っておりますので、非常に申し訳ないんですが、今の時点で

は、３時というのを厳守させていただきたいというふうに考えます。 
 

〔吉井君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、吉井秀美君。 
 
20 番（吉井秀美君）    ３時の申し込み、前日の３時までということなですが、その当日の

朝ですね、急な場合に、当日の朝、申し込んだら、午後の利用なら対応できるんじゃない

かという意見もありますが、その辺は、いかがでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、福祉課長。 
 
福祉課長（内山導男君）  あの、確かに、日によってですね、利用者の少ない日っていうのも、

当然出て参りますので、その日は、できる可能性はあるんですが、全般的に全て、それを

受けてしまいますと、その運行計画というのは、全く立てられなくなりますので、基本的

には、非常に申し訳ないんですが、どっかの一線でラインを引かせていただかざるを得ん

のかなというふうに考えます。 
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〔吉井君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、吉井秀美君。 
 
20 番（吉井秀美君）    その辺は、いろいろとですね、工夫をしていただいて、事務局の中

でもですね、相談していただいて、通常いつも、そういう使い方ということはできないか

もしれませんけど、余力がある時にはね、それができるんではないかと思いますが。 
 
議長（西岡 正君）    はい、福祉課長。 
 
福祉課長（内山導男君）  とりあえず、事務局でも、担当者同士相談をさせていただいてます

が、非常に申し訳ないんですが、このラインを一旦崩しますとですね、前回、前の時は受

けていただいたのに、なぜ今回受けられないのかという、そういう問題の方が大きくなっ

てまいりますので、基本的には、非常に申し訳ないのですが、一応３時ということで、統

一見解で、その時間を遵守させていただきたいというふうに考えています。 
 

〔吉井君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、吉井秀美君。 
 
20 番（吉井秀美君）    それでは、次に２点目の雇用促進の問題ですけれど、先ほど、ご答

弁いただいたように、雇用促進住宅が、廃止に至るまでのですね、閣議決定とか、そうい

う経過をお聞きしました。で、そこで今ですね、あの、出て行った方も、かなりあるんで

すけれど、本当に、今年の５月にですね、住宅に入居している人に対して、こういう簡単

なビラでですね、今年中に出て行って欲しいと、そういうことで、説明会も何もないんで

すね。こういうことでは大変だなということで、先日も岡本義次議員が聞かれておりまし

たけど、その雇用促進住宅を出ていかなければならない人達のためにですね、町営住宅を

優先的にあけられないかと、入居させられないかというご意見でしたけれど、まあ、その

町営住宅の申し込みに行ったら、あなた達のために、あなた達を優先するわけにはいきま

せんという様なね、ことで、非常に冷たかったという感想を聞いてます。 
    で、その住んでる若い人達は、あの住宅を非常に立地条件のいい所ですし、廃止するの

は勿体ないと。で、公園も広いし、駐車場もスペースがゆったりしているし、是非存続し

て欲しい。こういう意見を持っています。ところが、出て行かなければならないのだとい

うことでですね、徐序に人が減ってきているんですけれど、今、あの佐用の促進住宅は、

今年の３月に入居した人が最後で、４月からは、入居させていないんですね。少なくなっ

てしまった状態で、この夏も中学生の溜まり場のようになって、入居者の声ですが、小さ

い子どもをね、外で遊ばせていないんですというような、そういう様な状況になってきて

いるということを非常に残念に思います。で、町としてですね、入っている人達、この町

民の人達にね、そのバタバタ出て行かなくてもいいんですと。その励ましになるようなこ

とをね、やっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 
 
町長（庵逧典章君）    まあ、先日、担当者が来られた時にですね、まずお話させていただ

いたのは、入居者が非常に不安に思っておられると、そのことについてね、まず、きちっ
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と、そういう不安を与えないようにしてくださいと。で、あの、退去についても、今言わ

れるように、文書でなくなるからということだけで、後の説明がないと。で、その話を、

まずさせていただきました。で、まあ、この能力開発センターの方もですね、確かに、国

の方の取り扱いが、いろいろと後々問題が、それぞれ全国出て来て、対応が、ちょっと遅

れているんですと。で、当初、今年度中にと言ってたのが、23 年度まで、それも順次、契

約期間を、まず延長しないということの中で、ただ退去先がないのに、一方的に退去させ

るという様なことは、当然できない。これは、センターとしてもですね、町民、住民、入

居者に対しての、まず説明会はすると。説明会をするということの話でした。一応、方針

が決まれば、はっきりとしたね。その中で、それから、どれぐらいな期間をとって、まあ

退去が必要なら退去という形になる。その退去先についても、町に対しても、いろいろと

協力もして欲しいんだという様な話もありました。で、まあ、そういう話だけを聞いて、

町営住宅の方をですね、申し込まれたという方も、確かにいらっしゃいます。ただ町営住

宅には、入居基準とかですね、まあ、そういう、現在、今住宅の困窮度、そういう緊急性

があるかどうかということも踏まえて、まあ、これたくさんの方が申し込まれてますから

ね、何年か先に、退去が予定されているから、今のうちから入れておいてくださいと、入

居したいんだということで、優先をするというわけにはいかないというのが、これは、も

う当然だと思っております。それと、そのじゃあ、今雇用促進住宅が、存続されれば、そ

ういう問題が、実際なくなるわけですね。で、その住宅について、当時、平成 16 年に、

これ開設されたんですけれども、まあ、この佐用の雇用促進住宅をつくるに当たりまして

は、町も、当時、旧佐用町もですね、いろいろと協力もし、またお願いもし、協力もして

来たわけです。ですから、町としても、あの住宅をつくるに当たっては、今、前にありま

す新しい道路、あれも雇用促進住宅をつくることから、あそこに道路を建設したというこ

とでした。それから、今、雇用促進住宅の駐車場、これは町の土地です。町が雇用促進住

宅に貸し付けて、そこから、駐車料金をいただいてるということで、そういう住宅なんか

を整備するというのが、地元、町の１つの役割と言うんですか、責任だったわけですね。

そういうことで、周辺の整備とかですね町としても、かなり、そういう意味では、投資を

して来ているという点もあるわけです。ですから、町としても入居者だけではなくって、

あの住宅そのものがなくなればね、今、お話のように、人口的な問題もあるし、集落も１

つ減るということもありますし、また土地の利用においてもですね、じゃあ、新しい、よ

りいい利用方法があるかということも、あるわけです。遊ばしてしまうんでは、非常に勿

体ないわけです。それから、もう１つは、この間も担当者にもお話しましたけども、雇用

促進住宅と言っても、公的なお金でつくられているものです。そういう、公的なお金を投

資したものをね、未だ 14 年ですね。実際にできて。ですから、まあＲＣのああいう構造

の建物にしてはですね、構造的なり建物の耐久性から言えば、まだまだ耐久年度、耐用年

数というのは、寿命があるわけです。ただ、まあ１つ問題は、前にもお話しましたけども、

今の生活様式なり、バリアフリー化なんかという様な問題に対して対応ができないと。こ

れは、担当者も、かなり良く分かってて、他の地域の住宅においても、そのことを、まず

言われるんだということです。ただ、それを、改修したり、直すいうことは、基本的に構

造的に無理ですから、今のままの状態で、どういう使い方ができるのか、そういうことも、

そして、町において、あの住宅が、佐用町にとって、まず利用が必要かどうか、そういう

ものが必要性が求められるかどうかということを踏まえて、雇用促進住宅との、開発セン

ターとのですね、今後の処理の話をしていかなきゃいけない。まあ、その中に、その今の

入居者がおられるということも、当然、町としても、やっぱし考慮はしていかなきゃいけ

ないというふうに思っております。 
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〔吉井君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、吉井秀美君。 
 
20 番（吉井秀美君）    ええっと、この雇用促進住宅の廃止につきましては、当初は 30 年

をかけて、寿命が来たところから、耐用年数過ぎたところからという考えであったものが

ですね、途中からドンドン閣議決定で前倒しをされて来たと。そういうことで、あの、こ

の、そして、その上ですね、先ほど町長言われました、その地方自治体に売却できない場

合は、一般競争入札ですね、どこに渡っていくか分からないと。佐用の場合も駐車場は町

の所有ですから、その、まあ相手によってはですね、問題が起こることも考えられます。

そういうことと、それから、やっぱり入居者を守るという立場で、その雇用促進住宅機構

がとっている、この一連のことがですね、妥当なのかどうかと、間違っていることは、間

違っているということで、指摘していかないと、正していかないといけないというふうに

思います。で、今住んでいる人の中で、その 2003 年 10 月以前の契約者については、普通

借家契約者という扱いになっているんですけれど、ここにつきましては、今年中に説明会

を開いて、次の更新を拒絶する通知書を送って契約を終了するという一方的な手段をとる

んですけれど、この普通借家契約者との契約を解除する、その道理というものがあるかな

いか、その点、町長、どう思われますか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 
 
町長（庵逧典章君）    あの、これも、借家法に則ってですね、法的には、その入居者の権

利も、当然守られるものは守られているというふうに思いますしね、そういう、その法律

来てな問題じゃなくって、実際の問題としてね、入居されている人に、いろんな不安なり、

迷惑、その人達が、どこに行っていいか分からない様な、状態では、これは、そういう状

態をね、促進住宅の廃止ということだけの中で、強制的に一方的には、やっては駄目です

よと。やらないでくださいよということは、この間も話しておりますから、その辺、その、

どういう国、説明会においてもね、十分説明をして、どうしても国の制度として、その住

宅機構がなくなってきた、既に、もうないわけですね、雇用促進事業団というものがなく

なったわけですけれども、そういう中で、じゃあ、どうしていくのかという話しをね、や

っぱし入居者にも、きちっと良く理解してもらうように話してくださいと、説明をしてく

ださいということを話ししました。 
 

〔吉井君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、吉井秀美君。 
 
20 番（吉井秀美君）    あの、全国に、たくさんの雇用促進住宅があるんですけれど、今、

そういう人達と、共産党の国会議員が交渉している相手というのは、舛添厚生労働大臣な

んです。で、ここんところで、これまでの方針を説明会を全国で開いてからに、開いた後

に、事務を進めていくとか、強制的な退去は迫らないとか、そういった今、この厚生労働

大臣が、姿勢をね、変えてきておりますけれども、そこと、やっぱり交渉していかなけれ

ばならないという様に思います。で、あの、佐用の雇用促進住宅の居住者は、皆さん若い

ですし、中々そのどこに何を相談しに行っていいか分からないという様な状況で、そうい

う所で、町長は、やっぱり、彼らをですね、励ます立場に立ってね、町長も上に対して、
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強制的な執行はしない。住居を守ると、そういう居住権を守ると、そういう立場で、署名

運動なりですね、要請書なりですね、そういった運動を起こしていっていただきたいと思

いますけど、いかがでしょうか。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長、答弁願います。 
 
町長（庵逧典章君）    署名運動なり、そういうことは、するつもりはありませんけどもね、

昨日、この間も、来られた時にも、そういうことを、まず十分に配慮してくださいという

要請もしておりますし、国においても、そういう全国的なね、その、そういう一応方針が

出た中で、いろんな意見が出て来て、これまでみたいに、何日までにというのではなくて、

説明会においても、その入居の資格というんですか、契約の仕方が違う人が中にいらっし

ゃるみたいですね。期間限定の人と、それから普通契約の方と、そういうのを別々にと言

ってたものを、そうじゃなくって、一体的にやるとかね、まあ、いろんな、そうやって説

明会をした上で、また、その期日とか、今後のスケジュールを、そういうものを決めてい

くとかね、そういうふうに、一方的なことはしないというふうには、かなり国としての考

え方も変わって来ているようですから、その辺は、今後、もし一方的なことがあるのであ

ればね、町としては、十分に、その辺は、申し入れて行きますし、同じように、町民の皆

さんですからね、町民を守るという立場、それと、その促進住宅の、その処理が必要であ

れば、町として、やはりプラスになることであれば、それは、一緒に協力するということ

も考えられます。まあ、先般の話では、民間に、最終的に住宅としてね、払い下げと言う

んですか、売却するんであれば、競争入札ということになるんですけども、町であれば、

当然売却、しかも価格については、査定額の２分の１まで下げると。民間の２分の１です

ね、そういうことは、国として、今１つの方針として考えているんだという様な話を聞い

ております。ですから、その価格が、いくらで、町として、実際入居希望者があり、需要

が、町として、活用がうまくできるということであればですね、これはやっぱし、これま

で、先ほど言いましたように、町として、今まで、いろいろと投資もして来ているわけで

すから、そういう物が無駄にならないようにしていくと、そういう努力も必要かというふ

うに思います。 
 

〔吉井君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、後５分、ああ４分です。 
 
20 番（吉井秀美君）    そういったね、あの情報が、入居者に正しいのが、伝わっていない

んですね。で、町、あの、この来庁して来た、その担当の方に、是非、早急に要求してい

ただきたいのは、その強制的な撤去は、退去は迫らない。そういった問題と。後、住宅と

して残るか、残らないかというのは、非常に皆さん不安に思っているわけで、今住んでい

る人達は、あそこ管理人さんがいらっしゃるんですけれど、管理人に聞いても何も分から

ない。で、それから、後、あそこはね、町が要らないと言ったから、壊して更地にして、

どこかに売るんだと、そういったことが、まあ、囁やかれてましてね、で、いろんなこと

を言ってますけど、子どもの学校の問題とか、いろんなことがあるんだけれども、引越し

しないといけないとか、今一生懸命あせって、家を探しているとか、それから、あそこは、

３ＤＫでね、まあ、子どもが１人、２人居ても住めるわけですけど、その間取りとか家賃

の条件が合わなかったら、もう佐用に住めないはという様なね、そういったことで、今、

まあ寄ると、触ると、そういう話ばっかりしているわけで、で、こんなに人が少なくなっ
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たら、住んでるのがね、寂しいし、不安になるし、出て行かないとあかんのかなという様

な、こういう様なことばかりですので、是非、その点は、その町長に話をしに来た人にで

すね、もう早急に住宅に入って、そういう不安を除くようなね、話し合いをして欲しいと

言っていただきたい。いかがでしょう。 
 
議長（西岡 正君）    はい、町長。 
 
町長（庵逧典章君）    あの、そういう住民のね、今、いろんな心配されている点について

は、この間も話をさせていただいております。ですから、まあ、また担当者の方には、そ

ういう点に十分に配慮するように、してもらうようにですね、これは、話はしておきます。 
 

〔吉井君 挙手〕 
 
議長（西岡 正君）    はい、吉井秀美君。 
 
20 番（吉井秀美君）    産婦人科の、産婦人科というか、産科の問題なんですけれど、佐用

の共立病院には婦人科ができたんですが、そこで、検診に行っておめでたですよと言われ

ても、そこで産むことができなくって、他にね、かかっていかないといけない、そういう

様なことがあるので、できれば、その共立病院にお願いして欲しいなというのが、まあ本

音なんですけれど、石黒議員にお答えになったように、協議の場をね、持ちたいと、医療

問題でね、その点で、是非、お願いしたいと思うんですけれど、町長、具体的に考えられ

てますか。 
 
議長（西岡 正君）    はい。 
 
町長（庵逧典章君）    その協議の場を持ちたいと、どなたと持ちたいということですか。 
 
議長（西岡 正君）    はい。 
 
20 番（吉井秀美君）    ええっとですね、石黒議員の質問に対しての町長の、 
 
議長（西岡 正君）    時間きましたので。 
 
20 番（吉井秀美君）    はい、町としても協議を行っていきたいと言われました。その点に

ついて。 
 
町長（庵逧典章君）    協議で、医療問題についてはね、今後とも医師会とは協議をしてい

きたいということです。 
 
議長（西岡 正君）    はい、吉井秀美議員の発言は終わりました。 
    お諮りします。後、７名の方の質問が残っておりますが、これにて本日の日程を終了し

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 
 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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議長（西岡 正君）    ご異議なしと認めます。よって本日の日程は終了いたします。 
    次の本会議は、明９月の 25 日、午前９時 30 分より再開いたします。 
    本日は、これにて散会いたします。ご苦労様でした。 
 
 

午後０４時０１分 散会 
 

 




